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財産区制度について 
 
財産区は、沿革的には、町村合併の円滑化を図るため、旧町村又はその一部の既得権をその範囲において温存することを目的として設置されるものである。 
所有する財産等の管理及び処分又は廃止の機能のみを有しているだけで、その他の行政上の権能はほとんどなく、原則としてその固有の機関も有しない特殊な地方公共団体である。 

 
１  財産区の意義とその運営（地方自治法第 294条） 
 
（１）財産区の性格 

財産区とは、市町村の一部で財産を有して（若しくは公の施設を設けて）いるもので、その財産（又は公の施設）の管理、処分について、特別地方公共団体として法人格（公法人）を与えられているものである。

よって、法律行為（売買契約等）を行うに当たっては、住民又は市町村名義ではなく自らの名義で行うこととなる。財産区の横成員は、好むと好まざるとにかかわらず、区域内のすべての住民を構成とし、新たに当

該財産区に居住することとなった住民も構成となる。 
また、区域外に転居した住民を引き続き構成員とみなすことは出来ない。 

 
（２）財産区の設置手続等 

①現在（Ｓ29自治法改正以降）新たに財産区の設置が認められるのは、廃置分合又は境界変更による場合のみである。 
その手続は、廃置分合の手続を規定した自治法第 7条第 4、5項により、合併前の町村間で実施される「財産処分に関する協議」 の中で併せて財産区設置についての協議も行われることとなり、各町村の議会の
議決を経て正式に設置が決定される。この場合、財産区設置の日（効果発生の日）は、他の財産の取扱いと同様、原則として町村の廃置分合の日（合併が実施される日）となる。 
（合併後の期日であれば、施行期日を遅らせることも可能と考える。） 

 
（３）財産区の組織と事務処理等 

①財産区の組織運営について 
原則として、財産区は、固有の議会及び執行機関を有せず、財産区の存する市町村の執行機関及び議会が、財産区の施行機関又は議会として権限を行使することとなる。（自治法に規定する特別の場合に限り、財

産区の議会又は総会を設け或いは財産区管理会を設けることができる。） 
 
＊市町村等の条例及び規則で、財産（又は公の施設）の管理及び処分又は廃止の方法を定める（自治法 14～16条、244条の 2）必要がある。 
＊財産区に関する自治法第 96条に掲げる議決事項については（財産区に議会が設置されていない場合）、市町村の総会において議決しなければならない。 
＊財産区の経費をもって支弁すべき事務の執行、議会に対する議案の提出、財産及び公の施設の管理、収入支出命令、証書及び公文書の保管、使用料の徴収、その他財産区の事務の施行は、原則として市町村長が

行う（自治法第 149条）。 
＊財産区は監査委員を置くことは出来ず、財産区所在の市町村の監査委員が監査を行う（S29.3.9行政実例）→（参照：:財産区管理会） 
 

（４）財産区の会計について 
①財産区の財産(又は公の施設)に関し 「特に要する費用」は、財産区の負担とされるとともに（自治法 294条②、財産区の収支は、市町村の会計と分別しなけれはならない(自治法 294条③)。 
財産区の負担経費は、その財産(又は公の施設)に関し「特に」 必要とされるものに限られ、管理及び処分又は廃止に要する一切の経費という意味ではない。「特に要する費用」とは、例えば財産区の事務に専務

する職員の給与、財産区議会(選挙費用も含む)又は管理会の費用、財産(又は公の施設)の維持修繕費用等をいい、これらは、財産区の財産から生じる収益等によって賄うべきものとされている。 
 
②財産区の収支は、形式上は市町村の収支として取り扱われるが、その収支を明確にするため、市町村等の会計を分別することが要求されている。この方法としては、通常特別会計とすることが適当であるが(S38.2.8
行実)、財産区議会がある場合は別として、単に市町村の一般会計の中で分別しておくことも差し支えない。この場合においては、歳入については「何々財産区収入」、歳出については「何々財産区費」等の款を
設けて整理することとなる。 
なお、財産区の収支については、自治令第 142条から第 173条の 2までの規定が準用されることとなる。 
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財産区議会の設置及びその権限     （自治法第 295条、296条） 
（１）財産区議会の設置 
都道府県知事は、必要があると認められるとき、財産区所在市町村の議会の議決を経て当該市町村の条例を設定し、財産区の議会（又は総会）を設けて財産区に関し市町村議会の議決すべき事項を議決させることができる。 
財産区議会（又は総会）設置条例は、財産区所在市町村の条例であるが、その他の条例とは異なり、都道府県知事が設定する。この条例の提案権は都道府県知事に専属し、財産区所在市町村の議会の議決（市町村の議会では知

事の提案に係る条例案につき可否を決するのみで、修正はできないとされる）を経た上で、その公告式条例に従い、都道府県知事の名前で公布する。財産区議会（又は総会）の設置条例を改廃する手続も設定の場合と同様であ

る。 
＊知事が「必要と認める場合」とは、財産区の事務が複雑なため又はきわめて一局部のため、市町村議会をして議決の任に当たらせることが真に財産区の事務を実状に即して処理するのに適当でないと認められる場合、又は財

産区の利害と市町村の利害とが必ずしも一致せず、市町村議会をして公平に財産区の事務を議決させることが適当でない場合等において、特に財産区固有の意思決定機関を設ける必要のある場合等をさす（S27.6.21行実）。 
 
（２）財度区議会（総会）の組織と運営（自治法第 296条、公職選挙法策 268条） 
①財産区議会（又は総会）の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、設置条例中にこれを規定しなければならない。

②財産区の機会（又は総会）に関しては、設置条例に定めるものの外は、町村の議会に関する規定が準用される。財産区の議会の議員の選挙についても、設置条例に規定するものを除く外、公選法の町村の議会の議員の選挙に

関する規定を適用する。 
③財産区には選挙管理委員会は設けられず、その属する市町村の選挙管理委員会が財産区の議会議員の選挙に関する事務を管理する（選挙令 141②）。 
④財産区の議会（又は総会）が設けられた場合、財産区に関する予算の議決、決算の認定は当然財産区議会が行う。従って、財産区の予算について、特別会計を設ける必要がある（S32.2.11行実）。 
⑤財産区の議会議員と当該町村の議会の議員、長、助役及び収入役、他の財産区の議会の議員等とは、兼職することはできない（S30.2.1行実） 

 
財産区管理会の設置及び権能                （自治法第 296条の 2 ～4） 
財産区の財産（又は公の施設）の管理処分は、原則として当該財産区の住民の意思が十分に反映されるような方法で行われるのが望ましいが、全ての場合に財産区議会を設置することは、市町村との一体性の確保、運営の簡素化

の見地から必ずしも適当ではないので、市町村との一体的関係を保持しながら、財産区の運営に住民の意思を反映させることを目的として簡素な手続により、財産区議会よりも簡素な審議機関として、昭和 29年の自治法改正によ
り財産区管理会が設けられることとなった。管理会は財産区の必置機関ではなく、設置については市町村の任意であるが、管理会は財産区議会代わる簡素な機関であるから、財産区議会を設けている場合には設置できない。

 
（１）管理会の組織 

財産区管理会は、財産区管理委員 7名以内をもって組織される。財産区管理委員は、その任期は 4年であり、また、非常勤とされるので、市町村の議会の議員及び長との兼職も可能である。 
 
（２）管理会の権能（自治法第 296条の 3） 

財産区管理会の権能としては大別して次の 3つがある。 
①市町村長の施行の前提となる一定事項に対する同意

市町村長は、財産区の財産（又は公の施設）の管理及び処分又は廃止を行う場合、財産区管理会の条例又は協議によって定められている重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならないとされている。管理会

の同意は有効要件であるので、同意がなければ市町村長はこれを執行することができない。 
②市町村長からの委任に基づく財産区の財産（又は公の施設）の管理に関する事務の執行

市町村長は、財産区の財産等の管理に関する事務の全部又は一部を管理会の同意をえて、管理会又は管理委員に委任することができる。委任することが出来る事務は「管理」に関する事務に限られ処分又は廃止には及ばない。 
管理委員に対する委任の相手は 1人でも数人でもよい。 全員にそれぞれに事務を委任することも可能。 

③財産区の事務処理の監査

管理会は、審議機関であると同時に、財産区の住民代表としての監視機関もあるので、市町村の監査委員と同様に、当該財産区の事務の処理について監査することができる。 
監査の内容は、出納その他会計処理のみならず行政監査も実施できる。 
監査結果を公表或いは長及び機会に報告することは法的に義務づけられてはいないが可能。 
＊管理会は、市町村監査委員のように独任制ではなく合議機関である。 
＊市町村監査委員は、財産区管理会とは別に監査を実施することとなるが、できるだけ重複を避けるため相互に連絡調整が必要となる。 

 
（３）財産区管理会の運営と条例（自治法第 296条の 4①） 

財産区管理会の運営等に関する細目は、条例又は協議により定めなければならない。このうち条例で定める主なものは次のようなものである。 
・管理会委員の定数及び委員の選任方法、失職、資格決定 
・管理会の会長及び会長代理の選任方法 
・管理会の招集、開会、定足数、議事手続 
・管理会の同意を要する事項 
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特別職の身分の取扱いに関する法令 
地方公務員法 

第３条［一般職に属する地方公務員および特別職に属する地方公務員］ 

地方公務員の職は、一般職と特別職に分ける。 

２ 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。 

３ 特別職は、左に掲げる職とする。 

一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 

一の二 地方開発事業団の理事長、理事及び監事の職 

一の三 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職 

二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関に定める規程により、設けられた

委員及び委員会（審議会その他これに準ずるものを含む。）の構成員の職で臨時又は非常勤のもの 

三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職 

四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの 

五 非常勤の消防団員及び水防団員の職 

地方自治法 

第２０３条［報酬及び費用弁償］ 

普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争調

停委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選

挙長、投票立会員及び選挙立会員その他普通地方公共団体の非常勤の職員に対し、報酬を支給しなけれ

ばならない。 

② 前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。但し、

条例で特別の定をした場合は、この限りでない。 

③ 第１項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 

④ 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。 

⑤ 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 

 

長以外の執行機関（行政委員会等の委員)の選任 
教育委員会の委員 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第１８条の規定により、市長職務執行者は、合併関係

市町村の教育委員会の委員であった者の中から、新市の教育委員会の委員を臨時に選任することと定めら

れています。（定員３人又は５人） 

そして、正規の教育委員会の委員が任命されるまでの間、臨時に選任された委員の互選により定められ

た者が教育長となることが定められています。 

また、この臨時に選任された委員の任期は、新市設置後最初に行われる市町村の長の選挙後最初に招集

される議会の末日までと定められています。 

選挙管理委員 

地方自治法施行令第４条の規定により、議会において正規の選挙管理委員が選挙されるまでの間、従来

の合併関係市町村の選挙管理委員であった者の互選により定めた者（定数４人）が、臨時に選挙管理委員

の職務を行うことと定められています。 

固定資産評価審査委員会の委員 

地方税法第４２３条第８項の規定により、新市の長が選挙されるまでの間、市長職務執行者は、従来の

合併関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であった者のうちから選任した者をもって、新市の固定

資産評価審査委員会の委員に充てることができるとされています。 

また、同条第９項の規定により、新市設置後最初に招集される議会の同意を得て固定資産評価審査委員

会の委員が選任されるまでの間、新市長は、従来の合併関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であ

った者のうちから選任した者をもって、新市の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができるとさ

れています。 

監査委員、公平委員会の委員 

監査委員、公平委員会の委員については、特別選任の手続きはなく、新市長の就任をまって選任するこ

とが適当です。 

 

補助機関の設置 
助 役 

新設合併の場合、新市の首長が選挙され、かつ、議会が正式に発足してから、議会の同意を得て助役を

選任することが適当です。 

 

収入役 

収入役が欠けた場合は、必ずその職務を代理することが、地方自治法第１７０条第３項から第６項まで

に規定されており、新設合併の場合は、新市発足と同時に、市長職務執行者が、収入役職務代理者を選任

することが必要となります。 

 

先進地事例 
篠山市 

・ 新町の職務執行者については、４町の長が別に協議して定めるものとする。 

・ 行政委員会委員等の身分の取扱いについては、法に特例の規定のある場合は、その規定を適用する。

規定のない場合は、新町において新たに選任するものとする。 

さぬき市 

・ 特別職及び行政委員会委員等の身分の取扱いについては、法に特例の規定のある場合は、その規定を

適用する。規定のない場合は、５町の長が協議して定めるものとする。 

・ 新市の職務執行者については、５町の長が別に協議して定めるものとする。 

あさぎり町 

・ 特別職の職員については、その設置・人数・任期について、法令等の定めるところに従い調製する。

法令等の定めがない場合は新町において新たに設置する。 

  報酬等については、５町村の長が関係機関と協議して合併までに調整する。 

南アルプス市 

 ・ 特別職（各種行政委員会の委員を含む）及び各種附属機関の委員等の身分の取扱いについては、法令

等に定めがあるものを除き、任意に設置するものについて新市において必要に応じその都度協議して設

置する。 

三次市 

 ・ 新市の職務執行者については、８市町村の長が協議して定めるものとする。 

 ・ 特別職職員、行政委員会委員及び附属機関委員等については、法令等に定めのある場合はその規定を

適応する。法令等に規定がない場合は８市町村の長が協議して定めるものとする。 

京丹後市 

 ・ 新市の市長、助役、収入役、教育長、行政委員会委員の身分の取扱いについては、法令の定めるとこ

ろによる。 

 ・ 新市の市長が選出されるまでの間、市長の職務執行者を６町の町長の中から選定する必要がある（地

方自治法施行令第１条の２）ため、６町の町長が合併期日までに別に協議して定める。ただし、助役、

収入役については、新市の議会が正式に発足した段階で、新市長が議会の同意を得て選任する。 

 ・ 新市における監査委員は２名とする。 

 ・ 新市発足時の職務執行者及び市長等常勤特別職並びに教育長の給料は、次のとおりとする。ただし、

新市において速やかに特別職報酬等審議会を設置し、給与の適正化に務めるものとする。 

    職務執行者 月額 ７７０，０００円   市長  月額 ９２０，０００円 

    助役    月額 ７４０，０００円   収入役 月額 ６７０，０００円 

    教育長   月額 ６７０，０００円 



那賀５町合併協議会資料 

 長 役  役  長 長  長 員 

特別職等の給料等の状況（平成１６年４月１日現在）                                                単位：円 

 

町  助  収 入 教 育 議  副 議 議  

打 田 町 ７００，０００ ５６０，０００ ５３０，０００ ５１０，０００ ２７５，０００ ２３５，０００ ２２０，０００

粉 河 町 ６８５，０００ ５５５，０００ ５２０，０００ ４９５，０００ ２７５，０００ ２３５，０００ ２２０，０００

那 賀 町 ６８０，０００ ５６０，０００ ５３０，０００ ５２０，０００ ２７５，０００ ２３５，０００ ２１５，０００

桃 山 町 ７００，０００ ５７０，０００ ５４０，０００ ５３０，０００ ２８５，０００ ２４５，０００ ２２５，０００

貴 志 川 町 ７１５，０００ ５８０，０００ ５４０，０００ ５３０，０００ ２８５，０００ ２４５，０００ ２２５，０００

類似団体（Ⅱ－２） ９２４，６００ ７５１，２００ ６７７，６００ ６６６，８００ ４７３，２００ ４１４，８００ ３８５，１００

５ 町 平 均 ６９６，０００ ５６５，０００ ５３２，０００ ５１７，０００ ２７９，０００ ２３９，０００ ２２１，０００

類 団 比 較 ２２８，６００ １８６，２００ １４５，６００ １４９，８００ １９４，２００ １７５，８００ １６４，１００

田 辺 市 ８８０，０００ ７３２，０００ ６６０，０００ ６６０，０００ ５３５，０００ ４７５，０００ ４３０，０００

橋 本 市 ８９０，０００ ７６０，０００ ６８０，０００ ６８０，０００ ５５０，０００ ５００，０００ ４６０，０００

南アルプス市 ７４５，０００ ６０５，０００ ５９０，０００ ５７８，０００ ２７６，０００ ２１０，０００
１８３，０００

(委員長職 188,000）

さぬき市 ９００，０００ ７１０，０００ ６５０，０００ ６００，０００ ５００，０００ ４５０，０００ ４１０，０００

 



那賀５町合併協議会資料 

非 常 勤 職 員 の 報 酬 等                                                            （単位：円） 
区     分 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 

委員長 ７，０００ １人 年額  ６，０００ １人 年額 ６，０００ １人 年額 ９，０００ １人 年額 
公 平 委 員 

委 員 ７，０００ ２人 年額 ９，５００ ３人 年額 ６，０００ ２人 年額 ６，０００ ２人 年額 ９，０００ ３人 年額 

委員長      ６，０００ １人 日額 ９，０００ １人 日額 
報 酬 等 審 議 会 委 員 

委 員    ８,０００以内 ７人 日額  ６，０００ ６人 日額 ９，０００ 6人 日額 

会 長 １，０００ １人 １回  ２６，０００ １人 年額 １２，０００ １人 年額 ５６，０００ １人 年額 

副会長 １，０００ ２人 １回  ２６，０００ ９人 年額     交 通 安 全 指 導 委 員 

指導員 １，０００ 12 人 １回 １，０００ 20 人 1 回  １２，０００ ７人 年額 ４８，０００ 15 人 年額 

会 長 ３，０００ １人 １回   ５，０００ １人 日額  

副会長 ３，０００ １人 １回       宅 地 造 成 審 議 会 委 員 

委 員 ３，０００ ８人 １回   ５，０００ 20 人 日額  

識 見 １６０，０００ １人 年額 １９，０００ 1人 月額 １２０，０００ １人 年額 １５０，０００ １人 年額 ２６，０００ 1人 月額 
監 査 委 員 

議 会 ８０，０００ １人 年額 ９，５００ 1人 月額 ６５，０００ １人 年額 ７６，０００ １人 年額 １３，０００ 1人 月額 

委員長 ３，０００ １人 １回   ５，０００ １人 日額 ９，０００ 1人 日額 

副委員長 ３，０００ １人 １回      ９，０００ 1人 日額 長期総合計画策定審議会委員 

委 員 ３，０００ 18 人 １回 ８，０００以内 日額  ５，０００ 24 人 日額 ９，０００ 23 人 日額 

委員長 ３，０００  １回   ６，０００ １人 年額  
美 化 運 動 推 進 協 議 会 委 員 

委 員 ３，０００  １回   ６，０００ 25 人 年額  

会 長 ３，０００ １人 １回   ８，０００ １人 日額 １５，０００ 1人 年額 

副会長 ３，０００ １人 １回      １５，０００ 1人 年額 地 籍 調 査 推 進 委 員 会 委 員 

委 員 ３，０００ ４人 １回 ８，０００以内 15 人 日額  ８，０００ 11 人 日額 １５，０００ 9人 年額 

委員長         ９，０００ 日額 
地 籍 調 査 地 区 委 員 会 委 員 

委 員 ８，０００  １日 ８，０００以内 日額     ９，０００ 日額 

委員長     ２，５００ １人 １回 ５，０００ １人 日額 ９，０００ 1人 日額 

副委員長         ９，０００ 1人 日額 情 報 公 開 審 査 委 員 会 

委 員 ３，０００ ５人 １回 ８，０００以内 ５人 日額 ２，５００ ４人 １回 ５，０００ ２人 日額 ９，０００ 3人 日額 

会 長 ３，０００ １人 １回   ６，０００ １人 年額 １５，０００ 1人 年額 

副会長 ３，０００ ２人 １回      １５，０００ 1人 年額 生 活 安 全 推 進 協 議 会 委 員 

委 員 ３，０００ 18 人 １回 ８，０００以内 20 人 日額  ６，０００ 11 人 年額 １５，０００ 25 人 年額 

委員長      ６，０００ １人 年額  
暴 力 追 放 推 進 協 議 会 委 員 

委 員      ６，０００ 28 人 年額  

委員長         １２，０００ 1人 年額 
行 政 改 革 推 進 委 員 

委 員         １２，０００ 8人 年額 

会 長         ２５，０００ 1人 年額 

会長代理         ２０，０００ 1人 年額 平 池 財 産 区 管 理 会 委 員 

委 員         １５，０００ 5人 年額 

会 長         ２５，０００ 1人 年額 

会長代理         ２０，０００ 1人 年額 丸 栖 財 産 区 管 理 会 委 員 

委 員         １５，０００ 5人 年額 

会 長         １５，０００ 1人 年額 

副会長         １５，０００ 1人 年額 個 人 情 報 保 護 審 議 会 委 員 

委 員         １５，０００ 4人 年額 

防 災 会 議 委 員        ０ 人  ８，０００ 10 人 年額 ９，００ 19 年額

総 

 

 

 

 

 

 

 

 

務 

技 術 嘱 託 員          ０ 人 額 １３０，００ 1 月
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委員長 ５５，０００ １人 年額 ５７，０００ １人 年額 ５５，０００ １人 年額 ６４，０００ １人 年額 ６２，０００ 1人 年額 
選 挙 管 理 委 員 

委 員 ５０，０００ ３人 年額 ４９，０００ ３人 年額 ５０，０００ ３人 年額 ５４，０００ ３人 年額 ５４，０００ 3人 年額 

投 票 立 会 人  人 回 ０ 回 人 回 人 額 １０，０００ 20  １ １１，００ １ ８，０００ 18 １ １０，５００ 30  日 １１，０００ 27 人 １回 

開 票 立 会 人  人 回 ０ 回 ０１０，０００ 20  １ ８，５０ １ ８，００  １回 １０，５００ 3～10 日額 ９，０００ １回 

選 挙 管 理 委 員 選 挙 加 給  １０，０００ 3 人 １回 ９，０００ １回 ８，０００ １回 １０，５００ ４人 １回 ９，０００ 3人 １回 

選 挙 長  １０，０００ １人 １回 １０，０００ １回 ８，０００ １回 １０，５００ １人 日額 ９，０００ 1人 １回 

不 在 者 投 票 管 理 者  １０，０００  １日 １１，０００ １日 ８，０００ １日 １０，５００ １人 日額 １１，０００ 1人 日額 

開 票 管 理 者  ０１０，００   １回 １０，０００ １回 ８，０００ １回 １０，５００ １人 日額 ９，０００ 1人 １回 

投 票 所 の 投 票 管 理 者  １０，０００  １回 １２，０００ １回 ８，０００ １回 １０，５００ １人 日額 １１，０００ 1人 １回 

期 日 前 投 票 所 の 投 票 管 理 者  １０，０００  １日 １１，０００ １日 ８，０００ １日 １０，５００ １人 日額 １１，０００ １人 日額 

期 日 前 投 票 所 の 投 票 立 会 人  １０，０００  １日 １０，０００ １日 ８，０００ １日 １０，５００ ２人 日額 １１，０００ ２人 日額 

選 

 

 

 

挙 

選 挙 立 会 人  ０１０，００   １回 ８，５００ １回 ８，０００ １回 １０，５００ １人 日額 ９，０００ １回 

民 生 委 員 推 薦 員  ３，０００  年額 ８，０００以内 14 人 日額 １，０００ 12 人 年額     

年 金 委 員  ０ 額      ３，００  年  

委員長 ７，０００ 1 人 年額       

副委員長 ６，０００ 1 人 年額       古 和 田 会 館 運 営 審 議 会 

委 員 ５，０００ 18 人 年額       

隣 保 館 運 営 審 議 会       ７，０００ 12 人 年額  

隣 保 館 指 導 員       １０５，０００ １人 月額  

老 人 ホ ー ム 入 所 判 定 委 員 会       ６，０００ ３人 １回  

福 

 

祉 

人 権 推 進 指 導 員       １０５，０００ １人 月額 １３０，０００ 1人 月額 

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員  ８，０００ ３人 年額 ８，５００ ３人 日額 ６，０００ ３人 年額 ６，０００ ３人 年額 ９，０００ 3人 日額 

固 定 資 産 評 価 協 力 員  ５，０００ 53 人 年額      ５，０００ 20 人 年額 

固 定 資 産 評 価 員  １２，０００ １人 年額   － １人   

税 

 

務 
徴 税 徴 収 委 託 員       ７５，０００ １人 月額  

会 長 ２４０，０００ １人 年額 ２３，０００ １人 月額 １７０，０００ １人 年額 ２０４，０００ １人 年額 ２６，０００ 1人 月額 

職務代理 ２００，０００ １人 年額 １７，０００ １人 月額  １６１，０００  年額 ２１，０００ 1人 月額 農 業 委 員 会 

委 員 １９０，０００ 19 人 年額 １５，０００ 29 人 月額 １３０，０００ 22 人 年額 １５０，０００ 22 人 年額 １９，０００ 21 人 月額 

農 業 者 年 金 委 員 委 員 ５，０００ 20 人 年額       

委員長         ９，０００ 1人 年額 
農 業 振 興 協 議 会 委 員 

委 員 ５，０００ 12 人 年額 なし 34 人      ９，０００ 14 人 年額 

農 

 

経 

農業振興地域整備促進協議会委員 委 員 ３，０００ 10 人 年額 ８，０００以内 18 人 日額  ３，０００  １回  

会 長 ３，０００ １人 年額   １６，０００ １人 年額  

副会長 ３，０００ １人 年額   １６，０００ １人 年額  健 康 づ く り 推 進 協 議 会 委 員 

委 員 ３，０００ 12 人 年額 ８，０００以内 18 人 日額 ９，０００ 10 人 年額 １６，０００ 人 年額 １５，０００ 12 人 年額 

委員長 ３，０００ １人 １回       
健 康 づ く り 計 画 策 定 委 員 

委 員 ３，０００ 1 人 １回 ８，０００以内 12 人 日額      

地 域 ケ ア 会 議 委 員           ３，０００ 8人 日額

健 康 づ く り 推 進 員           ７，０００ 23 人 年額

会 長         ７，０００ 1人 年額 

副会長         ７，０００ 3人 年額 母 子 保 健 推 進 員 

委 員         ７，０００ 28 人 年額 

保 健 衛 生 推 進 委 員       １１，５００ 30 人 年額  

予 防 接 種 事 故 調 査 会 委 員       １６，０００ ２人 １日  

会 長         １５，０００ 1人 年額 

保 

 

健 

 

環 

 

境 

環 境 保 全 審 議 会 委 員 

副会長         １５，０００ 1人 年額 
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 委 員     ５，０００ 11 人 年額 ６，０００ 28 人 年額 １５，０００ 10 人 年額  

介 護 保 険 運 営 委 員 会 委 員          ９，０００ 12 人 日額 

委員長 ７，０００ １人 年額   ５，０００ １人 日額 １５，０００ 1人 年額 

副委員長 ６，０００ １人 年額   ５，０００ １人 日額 １５，０００ 1人 年額 都 市 計 画 審 議 会 

委 員 ５，０００ ８人 年額 ８，０００以内 10 人 日額  ５，０００ ９人 日額 １５，０００ 10 人 年額 

会 長         ７２，０００ 1人 年額 

副会長         ７２，０００ 1人 年額 宅 地 開 発 事 前 審 査 委 員 

委 員         ７２，０００ 5人 年額 

開 発 計 画 審 議 会 委 員      ５，０００ 21 人 １回  

会 長         １５，０００ 1人 年額 

副会長         １５，０００ 1人 年額 

 

土 

 

 

木 

ま ち づ く り 事 業 検 討 委 員 

委 員         １５，０００ 18 人 年額 

委員長 ８，０００ １人 年額 ８，０００以内 １人  １６，０００ １人 年額 ８，０００ １人 年額 １５，０００ 1人 年額 

副委員長 ７，０００ １人 年額 ８，０００以内 １人  １６，０００ １人 年額 ８，０００ １人 年額 １５，０００ 1人 年額 消 防 委 員 

委 員 ６，０００ ４人 年額 ８，０００以内 13 人 日額 １６，０００ ４人 年額 ８，０００ ４人 年額 １５，０００ 6人 年額 

団 長 ９，０００ １人 年額 ８５，０００ １人 年額 ８３，０００ １人 年額 ８６，０００ １人 年額 ９６，０００ 1人 年額 

副団長 ７，０００ ２人 年額 ６６，０００ １人 年額 ６２，０００ １人 年額 ６４，０００ １人 年額 ６５，０００ 4人 年額 

    本部長５０，０００ １人 年額     
指揮班 

    本部員２８，０００ ５人 年額     

分団長    ６０，０００ ５人 年額 ５２，０００ ５人 年額 ５４，０００ ３人 年額 ６０，０００ 5人 年額 

副分団長    ４８，０００ ５人 年額 ４０，０００ ５人 年額    ４２，０００ 8人 年額 

部 長 ３５，０００ 24 人 年額 ２７，０００ 36 人 年額  ４６，０００ 18 人 年額  

班 長 ２５，０００ 24 人 年額 ２１，０００ 36 人 年額 ２７，０００ 21 人 年額 ２１，０００ 18 人 年額 ３８，０００ 24 人 年額 

指揮班員          

副班長     ２１，０００ 21 人 年額    ２６，０００ 24 人 年額 

消 

 

 

防 消 防 団 

団 員 ２０，０００ 240 人 年額 １７，０００ 316 人 年額 ２０，０００ 190 人 年額 ２０，０００ 163 人 年額 ２３，０００ 198 人 年額 

委員長 ２４０，０００ １人 年額 ２４，０００ １人 月額 ２２５，０００ １人 年額 ２３５，０００ １人 年額 ２６，０００ 1人 月額 
教 育 委 員 

委 員 ２０５，０００ ４人 年額 １９，０００ ３人 月額 １８４，８００ ３人 年額 ２０４，０００ ３人 年額 ２１，０００ 4人 月額 

議 長      ２２，０００ １人 年額  
社 会 教 育 委 員 

委 員      １９，０００ ９人 年額  

就 学 指 導 委 員  ３，０００ 19 人 年額   － 23 人   

委員長 １０，０００ １人 年額  館長７７，０００ ５人 年額 － １人  １５，０００ 1人 年額 

副委員長 ９，０００ １人 年額      １５，０００ 1人 年額 公 民 館 運 営 審 議 会 委 員 

委 員 ８，０００ ８人 年額  主事３２，０００ ７人 月額 － ９人  １５，０００ 6人 年額 

集 会 所 運 営 委 員       ８，０００ 13 人 年額  

委員長 ８，０００ １人 年額  ８，０００ １人 年額 １２，０００ １人 年額 １５，０００ 1人 年額 

副委員長 ７，０００ ２人 年額   １２，０００ １人 年額 １５，０００ 1人 年額 文 化 財 保 護 委 員 会 委 員 

委 員 ６，０００ ４人 年額 ８，０００以内 ９人 日額 ８，０００ ４人 年額 １２，０００ ６人 年額 １５，０００ 6人 年額 

委員長 ２５，０００ １人 年額  ２６，０００ １人 年額    ２５，０００ 1人 年額 

副委員長         ２５，０００ 1人 年額 体 育 指 導 委 員 

委 員 ２０，０００ 14 人 年額 ８，０００以内 13 人 日額 ２６，０００ ９人 年額 ２６，０００ 10 人 年額 ２５，０００ 16 人 年額 

青 少 年 育 成 推 進 員      １５，０００ 10 人 年額 １１，０００ 20 人 年額  

自 治 区 ス ポ ー ツ 振 興 委 員          ３，０００ 23 人 年額 

社 会 教 育 指 導 員       １０５，０００ １人 月額 １３０，０００ 1人 月額 

教 

 

 

育 

公 民 館 主 事          ０ 人 額 １１０，００ 1 月

 生涯学習ｾﾝﾀｰ管理運営委員会委員 会 長         １５，０００ 1人 年額 
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副会長         １５，０００ 1人 年額  

委 員         １５，０００ 13 人 年額 

教 育 相 談 員       １０５，０００ １人 月額 １３０，０００ 2人 月額 

学 校 教 育 指 導 主 事           １３０，０００ 1人 月額

 

学 校 教 育 指 導 員       １０５，０００ １人 月額  

委員長 ８，０００ １人 年額   １１，０００ １人 年額 １８，０００ 1人 年額 

副委員長 ７，０００ １人 年額   １１，０００ １人 年額  
国 

保 
国 保 運 営 委 員 

委 員 ６，０００ ７人 年額 ８，０００以内 ９人 日額  １１，０００ 10 人 年額 １５，０００ 11 人 年額 

会 長         ２，０００ 人 年額 

副会長         ２，０００ 人 年額 公共下水道事業推進協力委員 

委 員         ２，０００ 人 年額 

会 長         ５，０００ 1人 年額 

副会長         ５，０００ 1人 年額 

公

共

下

水 公共下水道事業推進検討委員 

委 員         ５，０００ 18 人 年額 
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参 考 事 例（報酬及び費用弁償条例による）                                                  単位：円 
区     分  田 辺 市 橋 本 市 南アルプス市 さぬき市 

委員長 月 額 １０５，４００ 月 額 １０２，０００ 年 額 ３２５，０００ 月 額 ５０，０００教育委員会 

委員 月 額 ７８，５００ 月 額 ７７，０００ 年 額 ２５０，０００ 月 額 ４０，０００

識見 月 額 ８２，８００ 月 額 １２６，０００ 月 額 ６０，０００ 月 額 １４０，０００監査委員 

議会 月 額 ３２，３００ 月 額 ３９，０００ 月 額 ４０，０００ 月 額 ３０，０００

委員長 月 額 ３１，２００ 年 額 ２６３，０００ 日 額 ９，０００ 月 額 ３０，０００選挙管理委員会 

委員 月 額 ２８，０００ 年 額 １９７，０００ 日 額 ８，０００ 月 額 ２０，０００

委員長 月 額 １７，２００ 年 額 ９９，０００ 日 額 ９，０００  公平委員会 

委員 月 額 １２，９００ 年 額 ７７，０００ 日 額 ８，０００  

会長 年 額 ４４２，９００ 年 額 ３９４，０００ 年 額 ２８７，０００ 月 額 ５０，０００

副会長（会長代理） 年 額 ３２０，３００ 年 額 ３６１，０００ 年 額 ２３８，０００ 月 額 ４０，０００

部会長  年 額 ３６１，０００ 年 額 ２２７，０００ 月 額 ４０，０００

農業委員会 

委員 年 額 ２９１，４００ 年 額 ３２９，０００   月 額 ３０，０００

委員長  日 額 ８，２００ 日 額 ９，０００ 日 額 ９，０００固定資産評価審査委員会 

委員 日 額 １２，９００ 日 額 ８，２００ 日 額 ８，０００ 日 額 ８，０００

振興計画審議会 委員     日 額 ８，０００

会長     日 額 ９，０００特別土地保有税審議会 

委員     日 額 ８，０００

情報公開審査会 委員 日 額 １２，０００ 日 額 １２，０００   日 額 ８，０００

行政改革推進委員会 委員     日 額 ８，０００

会長 年 額 ３６，６００     国民健康保険運営協議会 

委員 年 額 ３２，３００ 日 額 ８，２００   日 額 ８，０００

国民健康保険診療所協力委員  年 額 １２，９００     

介護認定審査会の委員  日 額 ２７，０００     

委員長      選挙管理委員会 

委員      

選挙長  １ 日 １０，７００ １ 回 １４，０００  １ 回 １１，０００

開票管理者  １ 日 １０，７００ １ 回 １４，０００  １ 回 １１，０００

投票管理者  １ 日 １２，７００ 日 額 ２１，８００  １ 回 １３，０００

期日前投票所の投票管理者     日 額 １３，０００

選挙立会人  １ 日 ８，９００ １ 回 １２，８００  １ 回 ９，０００

開票立会人  １ 日 ８，９００ １ 回 １２，８００  １ 回 ９，０００

投票立会人  
１ 日 １０，８００ 日 額 

２０，０００

（半日）１０，０００
 １ 回 １１，０００

期日前投票所の投票立会人     

国会議員の選挙等の

執行経費の基準に関す

る法律（昭和２５年法

律第１７９号）第１４

条第１項各号に掲げる

額。 

 

社会教育委員 委員 年 額 ３２，３００ 日 額 ８，２００   日 額 ８，０００

地区公民館長  年 額 ３２２，５００     

公民館運営審議会 委員 年 額 １９，４００ 日 額 ８，２００   日 額 ８，０００

社会教育指導員   月 額 １１８，０００   月 額 １５０，０００

社会同和教育指導員   月 額 １１８，０００    

図書館協議会 委員 年 額 １９，４００ 日 額 ８，２００   日 額 ８，０００

文化財保護審議会 委員 年 額 ２５，８００ 日 額 ８，２００   日 額 ８，０００

会長  年 額 ３３，０００    各施設運営委員会 

委員  年 額 ２７，０００    

青少年問題協議会 委員 年 額 １９，４００     
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青少年センター運営委員会 委員  日 額 ８，２００    

勤労青少年ホーム運営委員会 委員 年 額 １９，４００    日 額 ８，０００

スポーツ振興審議会 委員  日 額 ８，２００    

体育指導員  年 額 ３２，３００ 年 額 ３３，０００   年 額 ３０，０００

就学指導委員会 委員 年 額 １９，４００     

美術館協議会 委員 日 額 ６，５００     

住居表示審議会 委員 日 額 ６，５００     

都市計画審議会 委員 日 額 ６，５００    日 額 ８，０００

土地区画整理審議会 委員 日 額 ６，５００     

土地区画整理事業評価員  日 額 ６，５００     

消防委員会 委員  年 額 ２２，０００    

消防関係者及び議員のうち選出された委員   年 額 １１，０００    

消防団員 

 団長 

 副団長 

 分団長 

 副分団長 

 部長 

 班長 

 団員 

 技術加給 

 出動加給 

 訓練加給 

  

    

年 額 

年 額 

年 額 

年 額 

年 額 

年 額 

年 額 

年 額 

１ 回 

１ 回 

７９，０００

６４，０００

４４，１００

３８，７００

２８，０００

２８，０００

２６，９００

３，０００

２，５００

２，０００

会長 年 額 ３９，８００     

副会長 年 額 ３６，０００     

小隊長 年 額 ３２，３００     

分隊長 年 額 ２８，５００     

交通指導員 

指導員 年 額 ２１，５００ 年 額 ３３，０００   月 額 ３０，０００

水道事業経営審議会 委員 日 額 ６，５００    日 額 ８，０００

防災会議 委員  日 額 ８，２００   日 額 ８，０００

中小企業資金融資審査委員会 委員  日 額 ８，２００   日 額 ８，０００

商工業振興審議会 委員     日 額 ８，０００

視聴覚ライブラリー運営委員会 委員  日 額 ８，２００    

人権尊重の社会づくり審議会 委員  日 額 ８，２００   日 額 ８，０００

福祉館館長   月 額 １１０，０００    

すみだ寮寮長   月 額 ３９，４００    

家庭相談員   月 額 １１８，０００    

その他附属機関の委員   日 額 ８，２００    

日額をもって定める者 
  

長 

委員 

７，５００ 

７，０００ 
 

月額又は年額をもって

定める者 
   

行政職給料表に掲げ

る最高の額を超えない

範囲内で市長が定め

る。 

 

附属機関の構成員及びその他の非常勤職員 

その他の者 
   

予算の範囲内で市長

が定める。 
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学校給食共同調理場運営委員会 委員     １ 回 ８，０００

歴史民族資料館協議会 委員     １ 回 ８，０００

ケーブルネットワーク運営委員会 委員     １ 回 ８，０００

ケーブルネットワーク番組審議会 委員     １ 回 ８，０００

各種統計調査員      日 額 ８，０００

心身障害児就学指導委員会 委員     日 額 ８，０００

学校（園）遠距離通学者対策協議会 委員     日 額 ８，０００

少年育成センター運営委員会 委員     日 額 ８，０００

少年育成センター補導員      日 額 １，５００

B&G 海洋センター運営協議会 委員     日 額 ８，０００

学校評議員      年 額 １０，０００

特別職報酬等審議会 委員     日 額 ８，０００

民生委員推薦会 委員     日 額 ８，０００

さぬき市病院事業運営審議会 委員     日 額 ８，０００

児童館運営委員会 委員     日 額 ８，０００

憩いの森計画推進協議会 委員     日 額 ８，０００

構造改善センター運営委員会 委員     日 額 ８，０００

野外音楽広場管理運営委員会 委員     日 額 ８，０００

同和対策小規模事業融資審査委員会 委員     日 額 ８，０００

隣保館運営審議会 委員     年 額 ８，０００

隣保館長      月 額 １５０，０００

働く婦人の家運営委員会 委員     日 額 ８，０００

水防協議会 委員     日 額 ８，０００

分解資料展示館運営協議会 委員     日 額 ８，０００

予防接種健康被害調査委員会 委員     日 額 ８，０００

在宅健康管理システム推進委員会 委員     日 額 ８，０００

保健福祉事務所嘱託医      月 額 １３８，０００

綜合計画審議会 委員     日 額 ８，０００

上記以外の特別職の職員で非常勤のもの  

     

勤務内容に基づき任

命権者と市長との協議

により定める 
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【 先 進 地 事 例 】 

 

  ■県外■ 

合併協議会名等 合併年月日 条例、規則等の取扱い 

甲賀地域合併協議会 

（滋賀県） 

平成１６年１０月 １日 条例、規則の制定にあたっては、合併協議会で協議、確認された各種事業等の調整内容に基づき、次の区分により調整します。 

①  合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行する必要があるもの 

②  一定の地域に暫定的に施行する必要があるもの 

③  合併後に逐次制定し、施行するもの 

柏原町・氷上町・青垣町 

春日町・山南町・市島町 

合併協議会（兵庫県） 

平成１６年１１月 １日 ①  ６町に共通して制定されている内容に差異のない条例、規則等は、原則として現行のとおりとする。 

②  類似、相違しているもの及び１町または数町に制定されているものについては、事務事業の調整内容等をもとに支障のないように整備するもの

とする。 

篠山市 

（兵庫県） 

平成１１年 ４月 １日 ①  ４町及び多気郡広域行政事務組合が制定している条例、規則等について、同一又は１団体のみが制定しているものについては、原則として現行

のとおりとする。 

②  類似、相違又は数団体に制定されているものについては、いずれかを基本に調整統一し、事務事業に支障のないよう適切な措置を講ずるものと

する。 

③  合併協議会で確認された事項については、それぞれの調整方針に従って整理する。 

東かがわ市 

（香川県） 

平成１５年 ４月 １日 ３町に共通して制定されている内容に差異のない条例、規則等については、現行の例により新市において制定するものとし、３町ともに制定している

が内容に差異のあるもの及び２町又は１町のみに制定されているものについては事務事業の調整内容等をもとに支障のないように整備する。 

 

  ■県内■ 

合併協議会名等 確認年月日 条例、規則等の取扱い 

海南市・下津町合併協議

会 

平成１５年 ８月１１日 条例、規則等の取扱いについては、合併協議会で協議、確認された各種事務事業の調整内容に基づき、次の区分により整備するものとする。 

①  合併と同時に市長職務執行者の専決処分等により、即時制定施行させるもの。 

②  合併後、一定の地域に暫定的に施行させるもの。 

③  合併後、逐次制定し、施行させるもの。 

田辺広域合併協議会 平成１５年 ６月１４日 条例、規則等の制定にあたっては、各種事務事業等の調整内容に基づき、整備するものとする。 

新宮市・熊野川町・北山

村合併協議会 

平成１５年 ８月 ７日 条例・規則等の制定にあたっては、合併協議会で協議・確認された各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により整備するものとする。 

①  合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行させるもの 

②  合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要のあるもの 

③  合併後、逐次制定し、施行させるもの 

吉備町・金屋町・清水町

合併協議会 

 

平成１６年 １月１５日 

 

条例・規則等については、各協定項目の調整内容に基づき統一を図り、新町における事務事業に支障がないよう調整するものとする。 

 

那智勝浦町・太地町合併

協議会 

平成１５年 ８月 ８日 条例、規則等の制定にあたっては、合併協議会で協議・承認された各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により調整するものとする。 

①  合併と同時に町長職務執行者の専決処分により、即時制定し施行させるもの 

②  合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの 

③  合併後、逐次制定し、施行させるもの
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【 合併に伴い整備される新自治体例規の施行区分例 】 
  

施行区分 ■ 西東京市／東京都（平成１３年１月２１日合併） ■養父市／兵庫県（平成１６年４月１日合併） ■中主・野洲町／兵庫県（平成１６年１０月１日合併予定）

専決処分等するもの 

 

○法令により必ず制定が必要なもの

や市制施行上空白が許されない事務

事業に関するものなど 

 

・市役所の位置を定める条例 ・市の休日を定める条例 

・住居表示に関する条例   ・監査委員条例 

・福祉事務所設置条例    ・組織条例 

・職員定数条例 

・職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

・給与条例（特別職、一般職）・行政手続条例 

・印鑑条例         ・市税条例 

・手数料条例        ・奨学資金支給条例 

・医療費助成条例（乳幼児・ひとり親家庭） 

・廃棄物の処理及び再利用に関する条例 

・違法駐車等の防止に関する条例 

・市立学校設置条例 

・公民館設置及び管理等に関する条例 

・コミュニティーセンター条例 

・市営住宅条例       ・市立公園条例 

・国民健康保険条例     ・道路占用料等徴収条例 

・私道補修及び私設下水道に関する条例 

・下水道条例 

・選挙管理委員会事務局規程その他の選挙管理委員会告示

・教育委員会会議規則その他の教育員会規則 

・教育員会事務決裁及び専決規程その他の教育員会訓令 

・市役所の位置を定める条例 ・市の休日を定める条例 
・公告式条例・表彰条例   ・名誉市民条例 
・庁舎管理規則       ・印鑑条例 
・若者定住促進条例     ・職員定数条例 
・電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例 
・防災対策本部条例・生活安全の推進に関する条例 
・下吉井集落センター設置及び管理条例 
・固定資産評価審査委員会条例 
・振興計画審議会設置条例  ・市税条例 
・公益法人等への職員の派遣等に関する条例 
・職員の勤務時間、休暇等に関する条例 
・小学校及び中学校の設置に関する条例 
・市立幼稚園設置条例    ・市立保育所設置条例 
・長寿祝金条例       ・下水道条例 
・スポーツセンター設置及び管理条例 
・小規模集合廃水処理施設設置及び管理等条例 
・廃棄物の処理及び清掃に関する条例 
・農業委員会選挙による委員の定数に関する条例 
・公有林野等官公造林条例  ・戸籍事務取扱条例 
・消防団の設置等に関する条例 
・福祉事務所設置条例 

・市役所の位置を定める条例 ・市の休日を定める条例 
・市議会の定例会の回数に関する条例 
・市長の資産等の公開に関する条例 
・部設置条例        ・情報公開条例 
・個人情報保護条例     ・行政手続条例 
・印鑑条例         ・防災対策本部条例 
・交通指導員設置条例    ・犯罪被害者支援条例 
・選挙管理委員会規程    ・監査委員に関する条例 
・背挙管理委員会委員長専決処分項 
・職員のうち管理職員等の範囲を定める規則 
・総合計画審議会条例    ・職員定数条例 
・職員の勤務時間、休暇等に関する条例 
・特別会計条例       ・国民健康保険税条例 
・使用料の徴収に関する条例 ・市税条例  
・手数料条例        ・財政調整基金条例 
・財産区管理会条例     ・教育委員会公告式規則 
・通学区審議委員会設置条例 ・学校給食センター条例 
・社会教育委員条例     ・公民館条例 
・体育館条例        ・文化財保護条例 
・地域福祉センター条例   ・福祉バス管理運営規則 
・老人憩いの家条例     ・敬老祝金条例 
・人権擁護推進員設置要綱  ・改良住宅条例 
・国民健康保険条例     ・住居表示に関する条例 
・廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例
・農業委員会の定数等に関する条例 
・霊園条例         ・下水道条例 
・農業集落排水処理施設条例 ・市道に関する条例 
・道路占用料条例      ・市営住宅管理条例 
・福祉事務所設置条例 

暫定施行するもの 

○新市の条例、規則が定められるまで

間の暫定措置として、従来その地域

（旧市町村域）に施行されていた条

例、規則を新市の条例、規則として引

き続き施行するもの 

・地域福祉基金条例     ・心身障害者福祉手当条例

・入学資金融資あっせん条例 

・中小企業事業資金融資あっせん条例 

・老齢福祉年金加算交付金支給条例 

・あき地の環境保全に関する条例 

・勤労者等住宅資金融資あっせん条例 

・商工業緊急資金貸付条例を廃止する条例 

・町バス運行事業に関する条例 
・基本財産造成分収林設置条例 
・商工業振興条例 
・水洗便所改造等助成金交付要綱 

・同和対策持家住宅建設資金等利子補給に関する規則 
・公共下水道事業運営委員会規則 
・農林事業等補助金要綱 
 

逐次制定するもの 

○市長職務執行者の専決処分になじ

まないもの （議案提出権が市長にな

いもの） 

○新市発足当時には必要ないが、合併

後、市長等の判断により逐次制定しな

ければならないもの 

・議会事務局設置条例    ・議会委員会条例 

・議会会議規則       ・議会傍聴規則 

・総合計画策定審議会条例  ・特別職報酬等審議会条例

・青少年問題協議会条例   ・都市計画審議会条例 

・文化財保護審議会条例   ・表彰条例 

・名誉市民条例       ・公害防止条例 

・政治論理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例

・旅館業を目的とした建築規制条例 

・業務改善委員会規程 
・防犯灯設置条例 
・市職員表彰条例 

・名誉市民条例  
・議会事務局設置条例 
・公平委員会設置条例 

失効・廃止するもの 

○新自治体には当該廃止例規に相当す

る例規を継続させる必要がない例規 

・単年度に適用された設置条例（給与の減額など） ・町歌、音頭の制定     ・合併審議会設置条例  
・特別職の職員で常勤であるものの給与の支給の特例に関
する条例 

・昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例 
・議会議員の期末手当の特例に関する条例 
・土地利用転換計画策定協議会規程 
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【打田町】 

打田町保健福祉センター使用料 

１．基本使用料金 

 基  本  使  用  料  金 （円） 

施設名      時間帯 
９:００～

１２:００ 

１３:００～

１７:００ 

１８:００～

２２:００ 

９ :００～

１７:００ 

１３:００～

２２:００ 

９:００～

２２:００ 

平日 １０,０００ １４,０００ １６,０００ ２４,０００ ３０,０００ ４０,０００
ホール田園 

土・日・休日 １２,０００ １６,８００ １９,２００ ２８,８００ ３６,０００ ４８,０００

 

２．利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料金 

入場者一人当たり徴収額の最高額 
商業、宣伝、営業又は

これらに類するもの 
その他の場合 

無   料 基本使用料金×  ２倍 基本使用料金 

１,０００以下 基本使用料金×  ２倍 基本使用料金×１.２倍 

１,００１以上３,０００以下 基本使用料金×２.５倍 基本使用料金×１.３倍 

３,００１以上 基本使用料金×  ３倍 基本使用料金×１.５倍 

備考 １．冷暖房施設を利用する場合は、基本使用料の５割増とする。 

   ２．町内住居者（団体等にあたっては、その事務所の所在地が町外のものをいう。）の使用料金は、基本使用料の５割増とする。 

   ３．利用の承認時間経過後の超過使用料金は、３０分につき利用時間帯使用料の３割を徴収する。 

     この場合において、３０分未満の端数は、１５分以上をもって３０分とみなす。 

   ４．練習又は準備等のため、ホール田園の舞台のみを利用する場合の使用料金は、利用の承認時間帯使用料の７割を徴収する。 

   ５．ホール田園のフロアーのみを利用する場合の使用料金は、利用の承認時間帯使用料の７割を徴収する。 

   ６．以上の料金には、消費税を含むものとする。なお、使用料の額に１００円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。 

（附属施設使用料） 

品 名 単位 
使用料（円） 

（一回につき） 
備 考 品 名 単位

使用料（円） 

（一回につき） 
備 考 

音響反射板 １式 ３,０００  ＣＤプレイヤー １台 ５００  

音声調整卓 １式 ４,０００  テープレコーダーカセット １台 ５００  

調光操作卓 １式 ４,０００  オーバーヘッドプロジェクター １台 ５００  

テレビモニター １式 ３,０００  スライド映写機 １台 ５００  

グランドピアノ(日本製) １台 ５,０００     

 

霊柩自動車使用料                                

基  礎  額 ４,１００円

１０㎞ １,１７０ 

２０㎞ ２,０８０ 

３０㎞ ３,３８０ 

４０㎞ ４,６８０ 

５０㎞ ５,９８０ 

５０㎞を超え１５０㎞までの場合２０㎞まで増すごとの加算額 ２,０８０ 

１５０㎞を超え５００㎞までの場合３０㎞まで増すごとの加算額 ３,３８０ 

５００㎞を超える場合５０㎞まで増すごとの加算額 ５,９８０ 

 

加 

 

 

算 

 

 

額 

作業時間が１時間３０分を超える場合３０分までを増すごとの加算額 ３３０ 

備考 

１． 使用料の割増 

午後１０寺から午前８時までの深夜、早朝作業 

１作業につき９００円  ３０分までごとに４５０円 

２． 使用料の割引 

生活保護法の適用を受け、葬儀を営む遺体 

基礎額に限り 免除 

行旅病人及行旅死亡人取扱法の適用を受ける遺体で引取

人のないもの  

 基礎額に限り ５割  

解剖遺体で官公庁の指示によるもの 

 基礎額に限り ５割 
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打田町公民館使用料（基本使用料） 

        時  間 

区分 
9:00～12:00 12:00～17:00 17:00～22:00 9:00～17:00 備 考 

 

大集会室（全） 

円 

７,３５０ 

円 

１３,３５０ 

円 

１５,７５０ 

円

２１,０００ 超過１時間当たり ２,６２５

大集会室（西） ４,２００ ７,３５０ ８,４００ １１,５５０ 〃      １,５７５

大集会室（東） ３,３７５ ６,８７５ ７,８７５ １０,５００ 〃      １,０５０

料理実習室 ２,１００ ３,３５１ ３,６７５ ５,２５０ 〃        ５２５

和室（間１２） １,０５０ １,５７５ ２,１００  ２,６２５ 〃        ５２５

和室（間２） １,５７５ ２,１００ ２,６２５  ３,６７５ 〃        ５２５

備考 

１ 合計金額に１０円未満の額が生じた場合は、端数を切り捨てる。 

２ 町内住居者は、目的外使用の場合、半額とする。 

３ 冷暖房使用の場合は、３割増とする。 

 

打田町社会体育施設使用料 

金額（町内） 金額（町外） 金額（町内） 金額（町外） 
 打田町町民体育館使用料   

一般及び学生   （円） 
備    考 

 打田町若もの広場 

（多目的グランド） 一般及び学生   （円） 
備    考 

午前（ ８：００～１２：００） 無料  ４,４１０   午前（ ８：００～１２：００） 無料 ２,１００  

午後（１２：００～１８：００） 無料  ６,０９０   午後（１２：００～１８：００） 無料 ３,１５０  

１日（ ８：００～１８：００） 無料  ８,４００   １日（ ８：００～１８：００） 無料 ５,２５０  

夜間（１８：００～２１：００） 無料  
１時間当たり

  ８４０ 

  
１７：００～日没まで 無料 

１時間当たり

  ５２５ 

 

 

金額（町内） 金額（町外） 金額（町内） 金額（町外） 打田町若もの広場 

（テニスコート） 一般及び学生   （円） 
備    考 

 打田町若もの広場 

（ゲートボール場） 一般及び学生   （円） 
備    考 

午前（ ８：００～１２：００） 無料  １,０５０   

午後（１２：００～１８：００） 無料  １,５７５   
１日（ ８：００～１８：００） 

１時間当たり

  ５２５

１時間当たり

  １,０５０ 

１日（ ８：００～１８：００） 無料  ２,６２５   
１７：００～日没まで 

１時間当たり

  １５７

１時間当たり

  ３１５ 

１コート当たり 

１７：００～日没まで 無料  
１時間当たり

  ３１５ 

  

 

 

金額（町内） 金額（町外） 打田町スポーツ公園 

（テニスコート） 一般及び学生   （円） 
備    考 

１日（ ８：００～１８：００） 
１時間当たり

  ５２５ 

１時間当たり

  １,０５０ 

夜間（１８：００～２１：００） 
１時間当たり

  ５２５ 

１時間当たり

  １,０５０ 

１コート当たり 
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打田町社会体育施設使用料 

金額（町内） 金額（町外） 金額（町内） 金額（町外） 紀の川総合グランド 

（紀の川グランド） 一般及び学生   （円） 
備    考 

 紀の川総合グランド 

（ゲートボール場） 一般及び学生   （円） 
備    考 

午前（ ８：００～１２：００） 無料  ２,１００   午前（ ８：００～１２：００） 無料 １,０５０  

午後（１２：００～１８：００） 無料  ３,１５０   午後（１２：００～１８：００） 無料 １,５７５  

１日（ ８：００～１８：００） 無料  ５,２５０   １日（ ８：００～１８：００） 無料 ２,６２５  

１７：００～日没まで 無料  
１時間当たり

  ５２５ 

  
１７：００～日没まで 無料 

１時間当たり

  ３１５ 

 

備考 合計金額に１０円未満の額が生じた場合は、端数を切り捨てる 

 

打田町町民プール使用料 

種   別 一人１回につき 超過１時間につき 摘要 

２００円 ２００円  
個  人 

２００ ２００ ５歳以上 

１００ １００  
団  体 

１００ １００ ５歳以上 

専用に使用する場合  １コース １回 ２，０００円 

（附属器具使用料） 

種  別 単  位 使 用 料 

放 送 器 具 １式  １回 ２００円 

コインロッカー １式  １回 ２００ 

 

打田町学校施設使用料 

区  分 
昼 間 

   （円） 

夜 間 

  （円） 

使用時間【５時間以内】 

（円） 

体育館 ３,１５０ ５,２５０ 超過１時間当たり ６３０ 

教 室 １,０５０ １,５７０ 〃      ２１０ 

運動場 １,０５０ ２,１００ 〃      ２１０ 

講 堂 ３,１５０ ５,２５０ 〃      ６３０ 

備考 社会教育に関するものについては、減免することができる。 
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【粉河町】 

墓地使用料 

  矢倉墓地                                   小坂墓地 

価格 

等級 

 

（円） 

価格 

等級 

 

（円） 

価格 

等級 

 

（円）

１の１ ３５,０００ ３の５ ８９,０００ １～１９１ ２３０,０００

２の１ ４４,２８０ ３の６ ９８,０００ １９２ ５８０,０００

２の２ ３５,４２０ ４の１ ６９,０００ １９３～１９６ ３５０,０００

２の３ ２０,２４０ ４の２ ８９,０００ １９７ ２６０,０００

３の１ ５２,０００ ４の３ １２０,０００ １９８ ４７０,０００

３の２ ５９,０００ ４の４ １３８,０００ 

 

１９９～２００ ５８０,０００

３の３ ６９,０００ ４の５ １６７,０００ 

３の４ ７９,０００ ４の６ ２００,０００ 

 

粉河町公民館使用料（基本使用料） 

        使用時間 

区分 
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~22:00 備 考 

 

料理室 

円 

２,５５０ 

円 

３,５７０ 

円 

４,０８０ 

円

１０,２００
 

美術室 ２,５５０ ３,７５０ ４,０８０ １０,２００  

和室 １,０２０ ２,０４０ ２,０４０ ５,１００  

茶室 １,０２０ ２,０４０ ２,０４０ ５,１００  

視聴覚室（平日） ３.５７０ ５,６１０ ６,１２０ １５,３００  

視聴覚室（土・日・祝日） ４,０８０ ７,１４０ ７,１４０ １８,３６０  

会議室 ２,５５０ ３,７５０ ４,０８０ １０,２００  

コンピューター室 １,０２０ ２,０４０ ２,０４０ ５,１００
コンピューターを使用する場

合は１台あたり３００円増し 

（１） 冷暖房を必要とする場合は、基本使用料の５割増しとする。 

（２） 郡外居住者（団体等にあっては、その事務所の所在地）の使用は、基本使用料の５割増しとする。 

 

粉河町体育館使用料（体育館）                                                                                          粉河町体育館使用料（ロビー） 

            時間 

種別 
8:00～12:00 12:00～17:00 17:00～22:00 8:00～22:00 備 考 8:00～12:00 12:00～7:00 17:00～2:00 8:00～22:00 備 考 

円 

１,２６０ 

円 

１,５７０ 

円 

１,５７０ 

円

４,４１０
町内居住者 

円

２５０

円 

３１０ 

円 

３１０ 

円

８９０
町内居住者 

スポーツに使用の場合 

４,４１０ ５,２５０ ５,２５０ １４,９１０ 町外居住者 ２,１００ ２,６２０ ２,６２０ ７,３５０ 町外居住者 

１,２６０ １,５７０ １,５７０ ４,４１０ 町内居住者 
その他に使用する場合 

７,３５０ １０,５００ １４,７００ ３２,５５０ 町外居住者 

興行等営利を目的に使用する場合 ４２,０００ ５２,５００ ６３,０００ 
１５７,５０

０
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粉河町体育館使用料（備品）                                         社会体育施設夜間照明施設 

品   名 単 位 使用料 摘要 使用者 回数 金額 備考 

卓球台 １組 
円 

５２０ 
１日 町内居住者 １回 

円 

２,１００  
 

バスケットピンポン台 １組 ３１０ １日 

 

町外居住者 １回 ５,２５０   

トランポリン １式 ３,１５０ １日   

放送器具 １式 １,０５０ １日 

電源 １箇所 ５２０ １時間 

長机 １脚 ２００ 持ち出し１日 

椅子 １脚 １００ 持ち出し１日 

受付用テント １張 １,０５０ １日 

マット １枚 １,０５０ １日 

 

 

粉河町武道館使用料                                              武道館備品 

           時間 

区分 
8:00～12:00 12:00～17:00 17:00～22:00 8:00～22:00 備 考 品名 単位 使用料 摘要 

円 

５２０ 

円

６３０

円 

６３０ 

円

１,７８０
町内居住者 柔道用畳 １枚 ３１０円 持ち出し１日 

スポーツに使用の場合 

３,１５０ ３,６７０ ３,６７０ １０,５００ 町外居住者 

５２０ ６３０ ６３０ １,７８０ 町内居住者 
その他に使用する場合 

３,６７０ ４,２００ ４,２００ １２,０７０ 町外居住者 

 

 

 

 

粉河町民運動場使用料（運動場）                                               粉河町民運動場使用料（備品） 

                 時間 

区分 
7:00～12:00 12:00～18:00 7:00～18:00 備 考 品名 単位 使用料 摘要 

 

AC コート 

円 

５,２５０ 

円 

７,３５０ 

円

１２,６００

 

町外居住者 
ベース １組 

円 

３１０  
１回又は１日

BDE コート ４,２００ ６,３００ １０,５００   〃 ライン引 １台 ２００     〃 

鞆渕運動場 ３,１５０ ４,２００ ７,３５０   〃 テニスネット １張 ３１０     〃 

西部運動場 ２,１００ ３,１５０ ５,２５０   〃 

  

電源 １箇所 ５２０     〃 

野球・ソフトボールに

使用の場合 

多目的運動場 ２,１００ ３,１５０ ５,２５０  

１面に付 １,５７０ ２,１００ ３,６７０ 町内居住者 
人工芝テニスコート 

１面に付 ３,１５０ ３,７８０ ６,９３０ 町外居住者 

１面に付 ４,２００ ６,３００ １０,５００   〃 

鞆渕運動場 ３,１５０ ４,２００ ７,３５０   〃 

西部運動場 ２,１００ ３,１５０ ５,２５０   〃 

陸上競技及び他のスポ

ーツに使用の場合 

多目的運動場 ２,１００ ３,１５０ ５,２５０   〃 

１面に付 ４,２００ ６,３００ １０,５００   〃 

鞆渕運動場 ３,１５０ ４,２００ ７,３５０   〃 

西部運動場 ２,１００ ３,１５０ ５,２５０   〃 

スポーツ以外に使用の

場合 

多目的運動場 ２,１００ ３,１５０ ５,２５０   〃 
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粉河町町民プール使用料（プール） 

個人 大人  １００円 小人（中学生以下）   ５０円 個人・団体の場合 

 団体（２０人以上） 大人   ５０円 小人（中学生以下）   ３０円 

専用に使用する場合 １コース １回  １,０５０円 

 

粉河町町民プール使用料（付属器具） 

 

 

 

 

 

粉河町学校設備使用料 

           時間 

区分 
8:00～12:00 12:00～17:00 17:00～22:00 8:00～22:00 備 考 

円 

１,２６０ 

円

１,５７０

円 

１,５７０ 

円

４,４１０
町内居住者 

粉河町中学校屋内運動場 

４,４１０ ５,２５０ ５,２５０ １４,９１０ 町外居住者 

１,０５０ １,０５０ １,５７０ ３,６７０ 町内居住者 鞆渕小学校、竜門小学校、粉

河小学校、川原小学校屋内運

動場 
３,１５０ ４,２００ ５,２５０ １２,６００ 町外居住者 

５２０ ５２０ １,０５０ ２,１００ 町内居住者 
教室（各校） 

１,０５０ １,０５０ ２,１００ ４,２００ 町外居住者 

－ －  町内居住者 
校庭（各校） 

３,１５０ ５,２５０  町外居住者 

 

 

 

粉河ふるさとセンター使用料 

        使用時間 

区分 
9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～22:00 9:00～22:00 備 考 

 

大ホール（平日） 

円 

１４,２８０ 

円 

２２,４４０ 

円 

２４,４８０ 

円

６１,２００

大ホール（土・日・祝） １７,３４０ ２６,５２０ ２９,５８０ ７３,４４０

舞台のみ（平日） ５,１００ ７,１４０ ８,１６０ ２０,４００

舞台のみ（土・日・祝） ６,１２０ ９,１８０ １０,２００ ２５,５００

リハーサル室 ２,０４０ ３,５７０ ４,５９０ １０,２００

楽屋 A １,０２０ ２,０４０ ２,０４０ ５,１００

楽屋 B ２００ ４１０ ４１０ １,０２０

シャワー室 １,０２０ １,０２０ １,０２０ １,０２０

小ホール（平日） ５,１００ ７,１４０ ８,１６０ ２０,４００

小ホール（土・日・祝） ６,１２０ ８,６７０ ９,６９０ ２４,４８０

野外ステージ・広場 ６,１２０ ９,１８０ １０,２００ ２５,５００

１．冷暖房を必要とする場合は、基本使用料の５割増

しとする。 

２．大ホール及び舞台のみの特殊効果、特殊照明施設

の使用料は、基本使用料のそれぞれ５割増しとす

る。 

３．郡外居住者（団体にあっては、その事務所の所在

地）の使用料は、基本使用料の５割増しとする。 

４．営利を目的として使用の場合は、基本使用料の５

割増しとする。 

 

 

 

 

 放送器具 １式１回 ２００円 

 コインロッカー １個１回 ５０円 
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ふるさとセンター附属設備使用料 

品 名 単位 使用料（円） 

（一回につき） 

備 考 品 名 単位 使用料（円） 

（一回につき） 

備 考 

平台 １台 ２００  移動コード掛け １台 １００  

箱足 １台 ５０  ワイヤレスアンプ １台 ５００  

ケコミ １枚 ２００  ミキシングアンプ １台 １,０００  

演台 １台 ５００  １６ミリ映写機 １式 １,０００ スクリーン付 

花台 １台 ２００  スライド映写機 １式 ５００ スクリーン付 

花瓶（夏目慶形 20 号） １瓶 ２００  液晶プロジェクター １式 １,０００ スクリーン付 

司会者台 １台 ２００  ビジュアルプレゼンター １式 １,０００ テレビジョン付 

プログラムスタンド １台 １００  オーバーヘッドプロジェクター １式 ５００ スクリーン付 

高座用座布団 １枚 １００  レーザーディスクプレーヤー １式 ３,０００ 所有ディスク付 

指揮者台 １台 ２００  CD ラジオカセット １台 ２００  

指揮者譜面台 １台 １００  マイクロホン １本 ２００  

金屏風 半双 １,０００  マイクスタンド １本 １００  

舞台袖姿見 １面 ２００  グランドピアノ １台 ５,０００  

太鼓 １張 ２００     
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【那賀町】 

那賀町保健福祉センター 

多目的ホール 多目的ホール以外の会議室 
区   分 

午前９時～午後５時 午後５時～午後１０時 午前９時～午後５時 午後５時～午後１０時 

町内居住者 ５,２５０円 １０,５００円 １,０５０円 ２,１００円

町外居住者 １０,５００円 ２１,０００円 ２,１００円 ４,２００円

 

那賀町総合センター 

大会議室 小会議室 
区   分 

午前９時～午後５時 午後５時～午後１０時 午前９時～午後５時 午後５時～午後１０時 

町内居住者 ５,２５０円 １０,５００円 １,０５０円 ２,１００円

町外居住者 １０,５００円 ２１,０００円 ２,１００円 ４,２００円

ただし、冷暖房使用の場合は、３割増とする。 

 

那賀町教育集会所使用料 

昼       間 夜       間 
区   分 

冷暖房を使用しない場合 冷暖房を使用する場合 冷暖房を使用しない場合 冷暖房を使用する場合 

町内居住者 １,０５０円 １,２６０円 １,２６０円 １,４７０円

町外居住者 １,２６０円 １,４７０円 １,４７０円 １,６８０円

 

 

那賀町町民体育館使用料（単位：円） 

町      内 町      外 
そ の 他、入 場 料 

使 用 者（団体） 

         区 分 

室 名 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

1,570 2,100 3,150 3,150 4,200 6,300 10,500 21,000 31,500

ア  リ  ―  ナ 時間外１時間ごとに 

520 円増 

時間外１時間ごとに 

1,050 円増 

時間外１時間ごとに 

5,250 円増 

780 1,050 1,570 1,570 2,100 3,150 5,250 10,500 15,750

トレーニングルーム 時間外１時間ごとに 

260 円増 

時間外１時間ごとに 

520 円増 

時間外１時間ごとに 

2,620 円増 

 

 

那賀町若もの広場使用料 

区  分 午前８時～正午 正午～午後６時 午前８時～午後６時 

A コ － ト ３,１５０円 ４,２００円 ５,７７０円

B コ － ト ２,１００円 ３,１５０円 ４,２００円

 

 

那賀町 B&G 海洋センター（町民プール）使用料 

使 用 料 及 び 使 用 時 間 
区  分 

午前１０時～正午 午後１時～５時 午後６時～９時 

幼・小・中学校 ２１０円 ２１０円 ２１０円

高校生・一般 ３１０円 ３１０円 ３１０円
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【桃山町】 

桃山町調月区民会館使用料 

区     分 使 用 料 備    考 

午前８時３０分～正午 ３,１５０円  

正午～午後５時 ３,１５０円  

午前８時３０分～午後５時 ５,２５０円  

午後６時～午後１０時 ３,１５０円  

 

桃山町調月北部高島集会所使用料 

区     分 使 用 料 備    考 

午前８時３０分～正午 ３,１５０円  

正午～午後５時 ３,１５０円  

午前８時３０分～午後５時 ５,２５０円  

午後６時～午後１０時 ３,１５０円  

 

桃山町調月東部集会所使用料 

区     分 使 用 料 備    考 

午前８時３０分～正午 ３,１５０円  

正午～午後５時 ３,１５０円  

午前８時３０分～午後５時 ５,２５０円  

午後６時～午後１０時 ３,１５０円  

 

総合センター桃山会館使用料 

１日当りの使用時間 室  名 

４時間未満 ４時間以上 

冷暖房付加料 付  記 

 

大会議室 

 会議室のみ 

 集会室のみ 

 その他の室 

        円 

５,２５０ 

３,１５０ 

３,１５０ 

１,５７０ 

円 

１０,５００ 

５,２５０ 

５,２５０ 

３,１５０ 

 

 

使用１時間当たり 

  ２,１００円 

  １,５７０円 

 

 

桃山町保健福祉センター使用料 

             区分 

名称 

使用時間 使用料 備考 

ピーチホール 全体  

午前９時～午後０時 

午後０時～午後５時３０分 

午後５時３０分～午後９時３０分 

円

８,２００

１０,２００

１０,２００

 

ピーチホール以外の各

室等 

１室 午前９時～午後０時 

午後０時～午後５時３０分 

３,０５０

５,１００

使用料は各室等の１室当りの額とする 
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桃山町介護予防拠点施設使用料 

             区分 

名称 

使用時間 使用料 備考 

介護予防拠点施設 

全体 

午前９時～午後０時 

午後０時～午後５時 

午後５時～午後９時 

４,２００

６,３００

８,４００

 

 

桃山町立調月北部集会所使用料 

室 名 区  分 使用料 備 考 

午前８時３０分～正午 ２,６２０円  

正午～午後５時 ２,６２０円  

和室 

午前８時３０分～午後５時 ４,２００円  

午前８時３０分～正午 ３,１５０円  

正午～午後５時 ３,１５０円  

料理室 

午前８時３０分～午後５時 ５,２５０円  

午前８時３０分～正午 ５,７７０円  

正午～午後５時 ５,７７０円  

全室 

午前８時３０分～午後５時 ８,４００円  

 

桃山町ふれあいコミュニティセンター使用料 

             区分 

名称 

使用時間 使用料 備考 

 

午前９時～午後０時 

円

１,５００

午後０時～午後５時 ２,１００

コミュニティ活動費室・和室・調理

実習室・栄養指導室・研修室・多目

的ホール 

１室 

午後５時～午後１０時 ２,６００

使用料は「名称」欄の各室の１室

当りの額とする 

午前９時～午後０時 ２,１００

午後０時～午後５時 ３,１００

和室・多目的ホール 全体 

午後５時～午後１０時 ３,６００

使用料は和室又は多目的ホールご

との額とする 

桃山町就業改善センター 

  維持費として使用する光熱水費とする。 

桃山町転作促進研修指導施設 

  維持費として使用する光熱水費とする。 

桃山町段地区総合営農指導センター 

  維持経費として使用する水熱光費等とする。 

桃山町善田地区総合営農指導センター 

  維持経費として使用する水熱光費等とする。 

安楽川南部地域ブランド定着施設 

  維持経費として使用する水熱光費等とする。 

桃山町百合集落センター 

  維持費として使用する光熱水費とする。 

桃山町段新田集落センター 

  維持費として使用する光熱水費とする。 

桃山町鷹巣尾集落センター 

  維持費として使用する光熱水費とする。 

桃山町細野生活改善センター 

  維持費として使用する光熱水費とする。 
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桃山町民体育館使用料 

区     分 使 用 料 備    考 

午前８時３０分～正午 ３,１５０円  

正午～午後６時 ３,１５０円  

午前８時３０分～午後６時 ５,２５０円  

午後６時～午後９時 ２,１００円  

桃山町民グランド使用料 

種  別 単位 区   分 使用料 備考 

野球グランド １面 ８時３０分～正午、正午～１７時 

８時３０分～１７時 

７,３５０円

１０,５００円

 

サッカーグランド １面 ８時３０分～正午、正午～１７時 

８時３０分～１７時 

１０,５００円

１５,７５０円

 

トラック １面 ８時３０分～正午、正午～１７時 

８時３０分～１７時 

７,３５０円

１０,５００円

 

全グランド １面 ８時３０分～正午、正午～１７時 

８時３０分～１７時 

２６,２５０円

４２,０００円

 

 

桃山勤労者体育センター使用料 

         時間 

種別 

8:00~12:00 

４時間 

12:00~17:00 

５時間 

17:00~22:00 

５時間 

8:00~22:00 

１４時間 

勤労者被雇用保険者 ４,２００円 ４,２００円 ７,３５０円 １２,６００円

その他 ７,３５０円 ７,３５０円 １１,５５０円 ２１,０００円

 

桃山町調月ゲートボール場使用料 

区     分 使 用 料 備    考 

午前８時～正午 ３,１５０円  

正午～午後５時 ３,１５０円  

午前８時～午後５時 ５,２５０円  

 

奥安楽川広場施設使用料 

区     分 使 用 料 備    考 

午前８時～正午 １,０５０円  

正午～午後５時 １,０５０円  

午前８時～午後５時 １,５７０円  

 

細野渓流キャンプ場使用料 

使用する施設名 区  分 料   金 

清掃協力金 １人１日 ２００円

清掃協力金 １人１泊 ４００円

バンガロー １室１日 ２,０００円

バンガロー １室１泊 ３,５００円

オートキャンプ １区画１日 １,５００円

オートキャンプ １区画１泊 ３,０００円

テント １張１泊 １,５００円

テント敷地料 １張１泊 １,０００円

シャワー １回 １００円
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【貴志川町】 

貴志川町立学校等の目的外使用                                      （単位：円） 

昼      間 夜      間         区 分 

名 称 町  内 町  外 町  内 町  外 

屋内運動場 １,０３０  ２,０６０  １,５４０ ３,０９０ 

屋外運動場 １,０３０  ２,０６０  － － 

建物（１室につき） ５１０  １,０３０  １,０３０ １,５４０ 

校庭 ５１０  １,０３０  １,０３０ １,５４０ 

柔剣道場 １,０３０  ２,０６０  １,５４０ ３,０９０ 

 

貴志川町生涯学習センター使用料                                     （単位：円） 

基   本   使   用   料   金 
施  設  名 

9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～22:00 9:00～22:00 

平日 １０,０００  １５,０００  ２０,０００ ４５,０００ 
文化ホール 

土･日･祝日 １２,０００  １８,０００  ２４,０００ ５４,０００ 

エントランスホール ５,０００  ７,５００  １０,０００ ２２,５００ 

展示ホール ３,０００  ４,５００  ６,０００ １３,５００ 

楽屋１ １,０００  １,５００  ２,０００ ４,５００ 

楽屋２ ５００  ７００  １,０００ ２,２００ 

楽屋３ ５００  ７００  １,０００ ２,２００ 

サークル室 １,０００  １,５００  ２,０００ ４,５００ 

講義室１ ３,０００  ４,５００  ６,０００ １３,５００ 

講義室２ ２,０００  ３,０００  ４,０００ ９,０００ 

講義室１・２ ５,０００  ７,５００  １０,０００ ２２,５００ 

学習室１ ３,０００  ４,５００  ６,０００ １３,５００ 

学習室２ ２,０００  ３,０００  ４,０００ ９,０００ 

学習室３ １,０００  １,５００  ２,０００ ４,５００ 

学習室４ １,０００  １,５００  ２,０００ ４,５００ 

学習室３・４ ２,０００  ３,０００  ４,０００ ９,０００ 

学習室５ １,０００  １,５００  ２,０００ ４,５００ 

録音室 ５００  ７００  １,０００ ２,２００ 

創作室 ２,０００  ３,０００  ４,０００ ９,０００ 

リハーサル室 ２,０００  ３,０００  ４,０００ ９,０００ 

和室 １,５００  ２,２００  ３,０００ ６,７００ 

茶室 １,５００  ２,２００  ３,０００ ６,７００ 

多目的広場 ５,０００  ７,５００  １０,０００ ２２,５００ 

使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料金（入場料を徴収しない場合でも年会費等を徴収している場合は、これに含む。） 

入場者一人当たりの徴収額の最高額 商業、宣伝、営業又はこれらに類するもの そ の 他 の 場 合 

無 料 基本料金 × ２倍 基  本  料  金 

１,０００円以下 基本料金 × ２倍 基本料金 × １.２倍 

１,００１円以上 ３,０００円以下 基本料金 × ２.５倍 基本料金 × １.３倍 

３,００１円以上 基本料金 × ３倍 基本料金 × １.５倍 

① 祝日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）定める祝日をいう。 
② 施設の夜間利用時間は、午後１０時までとし、時間延長は認めない。 
③ ホール使用時間超過使用料金は、その直前の時間帯の使用料金の３０％に相当する額を徴収する。 
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④ 冷暖房を必要とする場合は、基本料金の５割増とする。 
⑤ 準備若しくは原状回復のため使用する場合は又は練習のための舞台のみを使用する場合の使用料金は、基本料金の７０％」を徴収する。 
⑥ 多目的広場の使用料は、催しの場合のみ徴収する。 
⑦ 附属設備の名称及び使用料の額は、規則で定める。 
⑧ 町外居住者に使用は、基本料金の５割増とする。 
⑨ 以上の料金には消費税を含み、１０円未満の端数が生じたときには切捨てとする。 
 

附属設備使用料（単位：円） 

品     名 単位 使用料（１回につき） 品     名 単位 使用料（１回につき）

音響反射板 一式 ３,０００  演台 １台 ５００ 

音声調整卓 一式 ４,０００  司会者台 １台 ２００ 

調光操作卓 一式 ４,０００  花台 １台 １００ 

テレビモニター 一式 ３,０００  所作台 １台 １００ 

１６ミリ映写機 １台 １,０００  平台 １台 １００ 

３５ミリ映写機 一式 ５,０００  めくり台 １台 １００ 

オーバーヘッドプロジェクター １台 １,０００  落語用見台 １台 １００ 

スライド映写機 １台 ５００  指揮者台 １台 ２００ 

グランドピアノ（外国製） １台 １０,０００  指揮者用譜面台 １台 １００ 

グランドピアノ（日本製） １台 ５,０００  演奏者用譜面台 １台 １００ 

アップライトピアノ（日本製） １台 １,０００  金屏風（ホール） １双 １,０００ 

８ミリビデオカメラ １台 １,０００  金屏風（講義室） １双 ５００ 

デープレコーダーカセット １台 ５００  松羽目 一式 ３,０００ 

レコードプレイヤー １台 ５００  竹羽目 一式 ３,０００ 

CD プレイヤー １台 ５００  簡易ステージ １式 １,０００ 

マイク等 １式 ５００  液晶ビデオ １台 １,０００ 

茶道具 １式 ３,０００  放送機材（講義室） １式 ２,０００ 

陶芸用電気釜 １式 ５,０００    

貴志川町コミュニティセンター使用料（単位：円） 

午前９時～午後１時 午後１時～午後５時 午後５時～午後１０時 区分 

名称 町  内 町  外 町  内 町  外 町  内 町  外 

研修室１ １,０００  ２,０００  １,０００  ２,０００ １,５００ ３,０００ 

研修室２ １,０００  ２,０００  １,０００  ２,０００ １,５００ ３,０００ 

研修室３ １,０００  ２,０００  １,０００  ２,０００ １,５００ ３,０００ 

和室１ １,０００  ２,０００  １,０００  ２,０００ １,５００ ３,０００ 

和室２ １,０００  ２,０００  １,０００  ２,０００ １,５００ ３,０００ 

大集会室 ３,０００  ６,０００  ３,０００  ６,０００ ４,５００ ９,０００ 

調理実習室 １,０００  ２,０００  １,０００  ２,０００ １,５００ ３,０００ 

加工室 １,０００  ２,０００  １,０００  ２,０００ １,５００ ３,０００ 

天文台 町内 一般１人１回 ２００   高校生以下１人１回１００ 

町外 一般１人１回 ４００   高校生以下１人１回２００ 

トレーニング室 町内 １人１回２００   １人１ヶ月１,０００ 

町内 １人１回４００   １人１ヶ月２,０００ 

備考 

 １ 許可に係る利用区分が１利用区分を超えて利用する場合の使用料額は、それぞれの利用区分の規定使用料額の合計とする。 

 ２ 利用に際し、許可に係る利用区分を超える利用区分の延長は原則として認めない。ただし、管理上支障がない場合は、１時間以内に限りこれ

を認めることがある。この場合において、使用料の加算は行わない。 
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 ３ 西貴志コミュニティセンター大集会室を区切って使用する場合の使用料は、研修室と同じ扱いとする。 

 ４ 使用料には消費税及び地方消費税を含むものとする。 

 

貴志川町民体育館（貴志川勤労者体育センター）（単位：円） 

昼            間 夜            間 

町   内 町   外 勤労者被雇用保険者

区 分 

 

名 称 午前 午後 全日 午前 午後 全日 午前 午後 全日
町  内 町  外 

勤労者被雇用 

保険者 

1,500 2,000 3,000 3,000 4,000 6,000 1,500 2,000 3,000 1,500 3,000 1,500町民体育館 

（勤労者体育セン 

ター） 

時間外１時間毎に 

500 円増 

時間外１時間毎に 

1,000 円増 

時間外１時間毎に 

500 円増 

時間外１時間毎

に 500 円増 

時間外１時間毎

に 1,000 円増 

時間外１時間毎

に 500 円増 

 

昼                 間 夜     間 

町       内 町       外 町  内 町  外 

区 分 

 

名 称 午 前 午 後 全 日 午 前 午 後 全 日   

500  700 1,000 1,000 1,400 2,000  500 1,000 

時間外１時間毎に 

ソフトボール場 

（１面） 
時間外１時間毎に 100 円増 時間外１時間毎に 200 円増 

100 円増 200 円増

250  350 500 500 700 1,000  250 500 

時間外１時間毎に 

ゲートボール場 

（１面） 
時間外１時間毎に 50 円増 時間外１時間毎に 100 円増 

50 円増 100 円増

3,000  4,000 6,000 6,000 8,000 12,000  3,000 6,000 

時間外１時間毎に 

野球場 

（１面） 
時間外１時間毎に 1,000 円増 時間外１時間毎に 2,000 円増 

1,000 円増 2,000 円増

テニスコート（１面） 1 時間   500 1 時間   1,000 1 時間 500 1 時間 1,000

テニスラケット（１回１本） 200 200 

貴

志

川

ス

ポ |

ツ

公

園 

テニスシューズ（１回１足） 100 100 

1,000  1,400 2,000 2,000 2,800 4,000  1,000 2,000 

時間外１時間毎に 

多目的広場（1回） 

時間外１時間毎に 1,000 円増 時間外１時間毎に 2,000 円増 
200 円増 400 円増

250  350 500 500 700 1,000  250 500 

時間外１時間毎に 

長山ふれあい公

園 

ゲートボール場 

（１面） 
時間外１時間毎に 50 円増 時間外１時間毎に 100 円増 

50 円増 100 円増

500  700 1,000 1,000 1,400 2,000  500 1,000 

時間外１時間毎に 

丸栖北広場 

時間外１時間毎に 100 円増 時間外１時間毎に 200 円増 
100 円増 200 円増

備 考  (1) 貴志川スポーツ公園ソフトボール場の夜間照明施設使用料は、1時間につき５００円とする。 

     (2) 貴志川スポーツ公園テニスコートの夜間照明施設使用料は、1時間につき５００円とする。 
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【打田町・粉河町・那賀町・桃山町・貴志川町】 

 道路占有料（単位：円） 

占用物件 単位  占用料  摘要  占用物件 単位  占用料  摘要  
第 1 種電柱 770   
第 2 種電柱  1,200   

祭礼、縁日等に際し、一時的に

設けるもの 

占用面積 1m2

につき 1 日 

11   

第 3 種電柱  1,600   110  自動販売機、コイ
第 1 種電話柱  690   

法第 32 条

第 1 項第

6 号に掲

げる施設 
その他のもの  占 用 面 積 1m2

につき 1 月   ンロッカー等 

第 2 種電話柱  1,100   
第 3 種電話柱  1,500   

一 時 的 に 設 け る

もの  
１本につき１日 110   

その他の柱類  

1 本につき 1

年  

53  支線柱等  

看 板 ( ア ー

チであるも

の を 除

く。)  
その他のもの １本につき１月 1,100  ショーウインドサ

インポール等 共架電線その他上空に設ける線

類 

7  
標 識 １本につき１年 850  理容所等の業種を

示すマーク等 地下電線その他地下に設ける線

類  

長さ 1m につ

き 1 年 

4 

電線、電話線、有

線放送線等 

路上に設ける変圧器  1 個につき 1

年  
520  路上の開閉器、低

圧分岐装置等  

祭礼、縁日等に際

し、一時的に設け

るもの 

１本につき１日 11   旗ざお 

その他のもの １本につき１月 110  地下に設ける変圧器  占用面積 1m2

につき 1 年  
360  地下の開閉器、低

圧分岐装置等  
PHS 無線基地局  1 基につき 1

年  
310    

祭礼、縁日等に際

し、一時的に設け

るもの  

そ の 面 積 1m2

につき 1 日  
11   

変圧塔その他これに類するもの

及び公衆電話所  
1,100  ガス制圧塔、光ア

クセス装置等  

幕 (令第 7 条第

2 号に掲げる

工事用施設で

あるものを除

く。 ) 

その他のもの そ の 面 積 1m2

につき 1 月  
110   

郵便差出箱 

1 個につき 1

年  
450  車道を横断するも 1,100   

令 第 7 条

第 1 号 に

掲 げ る 物

件 

 

アーチ 

その他のもの 

１基につき１月 

550   広告塔  表示面積 1m2

につき 1 件  
1,100   

令第 7 条第 2 号に掲げる工事用施設及び同

条第 3 号に掲げる工事用材料 

110   

法第 32 条

第 1 項第 1

号 に 掲 げ

る工作物 

その他のもの  占用面積 1m2

につき 1 件  
1,100  バス待合所、時刻表

表示板 

外径が 0.1m 未満のもの  36  
令第 7 条第 4 号に掲げる仮設建築物及び同

条第 5 号に掲げる施設 

占 用 面 積 1m2

につき 1 月  
110  

外径が 0.1m 以上 0.15m 未満の

もの  
53  階数が 1 のもの A に 0.008 を乗じて得た額

 

外径が 0.15m 以上 0.2m 未満の

もの  
71  階数が２のもの A に 0.011 を乗じて得た額

 

外径が 0.2m 以上 0.4m 未満のも

の  
140  階数が３のもの A に 0.015 を乗じて得た額

 

外径が 0.4m 以上 1.0m 未満のも

の  
360  

建築物 

 

階数が 4 以上の

もの 

A に 0.016 を乗じて得た額

 

法第 32 条

第 1 項第 2

号 に 掲 げ

る工作物 

外径が 1.0m 以上のもの  

長さ 1m につ

き 1 年  

710  

NTT 

関西電力(株) 

水 道 管 、 下 水 管

ガス管その他これ

らに類する施設  

令第 7 条第

6 号に掲げ

る施設並び

に同条第 7

号に掲げる

施設及び自

動車駐車場

その他のもの A に 0.008 を乗じて得た額

階数が 1 のもの A に 0.008 を乗じて得た額法第 32 条第 1 項第 3 号及び第 4 号に掲げる

施設  
 1,100   

階数が２のもの A に 0.011 を乗じて得た額

階数が 1 のもの  A に 0.003 を乗じて得た額  階数が３のもの A に 0.015 を乗じて得た額

階数が 2 のもの A に 0.005 を乗じて得た額 

地下街

及び地

下室 階数が 3 以上のもの A に 0.006 を乗じて得た額 

上空に設ける通路 710  

上空、トンネル

の上または自動

車専用道路 (高架

のものに限る。 )

の路面下に設け

るもの  

階数が４以上のも

の 

A に 0.016 を乗じて得た額

法第 32 条

第 1 項第 5

号に掲げ

る施設 

地下に設ける通路 360  

令第 7 条第

8 号に掲げ

る休憩所、

給油所及び

自動車修理

所  

その他のもの 

占 用 面 積 1m2

につき 1 年 

 

A に 0.008 を乗じて得た額

 その他のもの 

占用面積 1m2

につき 1 年  

1,100 地下駐車場等 
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 先 進 地 事 例  

 

  ■県外■ 

合併協議会名等 合併年月日 使用料、手数料の取扱い 

甲賀地域合併協議会 

（滋賀県） 

平成１６年１０月 １日 ① 手数料については、住民の一体性の確保を図るとともに、住民負担に配慮し、「負担の公平性の原則」により合併時に統一する。 

② 使用料については、原則として現行どおりとします。 ただし同一又は類似する施設の使用料については、４年を目途に統一する。また、必要

に応じて緩和措置を講ずるものとする。 

生野町・和田山町・山東

町・朝来町合併協議会 

（兵庫県） 

平成１７年 ３月３１日 

     

① ４町で差異のない手数料及び朝来郡広域行政事務組合の独自の手数料については、現行のとおりとする。 

② ４町及び朝来郡広域行政事務組合で差異のある手数料については、新市における住民の一体性の確保を図るとともに、住民負担に配慮し、負担

の公平の原則から、適正な料金となるよう合併時までに統一を図る。 

③ 施設使用料については、施設の内容及び建設年度が異なり、また、その使用料額が地域に定着していることを考慮し、原則として現行のとおり

とする。ただし、同一又は類似する施設の使用料については、合併後、可能な限り統一する方向で調整する。 

また、新市において、住民の一体性の確保を図るとともに、住民負担に配慮し、負担公平性の原則から、適正な料金のあり方等について検討す

る。 

④ 住宅使用料については、公営住宅法等に基づき、新市に引き継ぐ。 

 

  ■県内■ 

合併協議会名等 確認年月日 条例、規則等の取扱い 

海南市・下津町合併協議

会 

平成１５年 ８月１１日 ① 施設関係の使用料については、現行のとおりとする。ただし、新市における一体性の確保を図るため、従来からの経過や実情に配慮するとともにい、

負担の適正化及び負担公平の原則の観点から、新市において適正な料金のあり方について検討する。 

② 手数料については、合併時に統一する。 

那智勝浦町・太地町 

合併協議会

平成１６年 ２月 ６日 ① 戸籍に関する法定受託事務の手数料は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令による。 

② 新町の公営住宅家賃の決定は、現行どおりとする。 

③ 両町独自に決めている使用料については、原則として現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
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第１章 電算システムの統合 
 
１．基本方針 

 
打田町、粉河町、那賀町、桃山町、貴志川町は、平成 17年 3月の新設合併、新市
誕生を前提とし、電算システムの統合化を行なう。 
電算システムの統合にあたっては、現在５町で進めている事務事業一元化作業と

合わせて行政改革・事務改善を進め、以下の要件を満たす地域性を考慮した先進的

な電算システムを構築する。 

 

1）短期間における業務システムの安全かつスムーズな統合を図る。 
2）合併規模 70,000人の自治体にふさわしい高機能なシステムを構築する。 
3）各種合併特例処理に対応可能なシステムとする。 
4）情報セキュリティを重視したシステムとする。 
5）電子自治体を見据えたネットワーク型行政への柔軟な対応を行う。 

 
新市システムは、短期間での確実な統合、データ移行を実現すると同時に、安定

稼働を前提条件とする。特に基幹系業務システムは、住民基本台帳や税の賦課収納

等多くの行政事務に利用されており、住民サービスに支障を及ぼさないように、安

定性と確実性を重視したシステム統合を行う。行政事務は、市民の個人情報のみな

らず、行政運営上重要な情報を取り扱っており、情報セキュリティを重視したシス

テムであること。また、システム利用者である職員自らが、自分たちの必要とする

情報を自発的、積極的に構築し、分析や企画立案等に活用できる機能にも十分考慮

したものとする。 
 

    なお、５町の地域において、行政サービスの格差による不公平感を住民に与える

ことのないよう、合併前の早い段階で５町間の高速情報通信網の整備を行い、それ

を基盤として、広域的対応が可能な新市システムの構築に着手する。 
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２．電算化業務の現状 
事 業 名 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町

住 民 記 録 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

印 鑑 シ ス テ ム ○ ○ ○

戸 籍 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

住 基 ネ ッ ト シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

外 国 人 登 録 シ ス テ ム ○ ○

外 字 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

住 登 外 宛 名 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

個 人 住 民 税 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

法 人 住 民 税 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○

軽 自 動 車 税 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

税 務 収 納 消 込 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

固 定 資 産 税 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

画 地 基 図 管 理 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

家 屋 評 価 計 算 シ ス テ ム ○

名 寄 帳 保 存 シ ス テ ム ○ ○ ○

納 税 組 合 管 理 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○

口 座 管 理 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

国 民 年 金 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

福 祉 年 金 シ ス テ ム ○ ○

福 祉 医 療 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

老 人 施 設 措 置 費 シ ス テ ム ○

児 童 手 当 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

健 康 管 理 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

介 護 保 険 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

国 民 健 康 保 険 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

高 額 医 療 費 償 還 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○

保 育 料 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○

保 育 給 食 シ ス テ ム ○

学 校 教 育 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

水 道 料 金 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

水 道 管 路 シ ス テ ム ○ ○

水 道 固 定 資 産 シ ス テ ム ○

企 業 会 計 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

下 水 道 料 金 シ ス テ ム ○

集 落 排 水 料 金 シ ス テ ム ○

地 籍 調 査 管 理 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

土 木 積 算 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

土 地 改 良 積 算 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

農 家 台 帳 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○

畜 犬 管 理 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

住 宅 貸 付 償 還 シ ス テ ム ○

人 事 給 与 シ ス テ ム (議 員 ･賃 金 含 む ) ○ ○ ○ ○ ○

財 務 会 計 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

起 債 管 理 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

選 挙 管 理 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

備 品 管 理 シ ス テ ム ○

防 災 無 線 機 器 管 理 シ ス テ ム ○

法 令 ・ 条 例 検 索 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○ ○

文 書 管 理 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○

行 政 案 内 ・ 相 談 シ ス テ ム ○ ○ ○ ○

図 書 館 シ ス テ ム ○ ○ ○

講 座 案 内 ・ 予 約 シ ス テ ム ○ ○ ○

施 設 案 内 ・ 予 約 シ ス テ ム ○ ○ ○

グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム ○ ○ ○ ○
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３．統合の形態 
 

打田町、粉河町、那賀町、桃山町、貴志川町の合併時における電算システム統合

については、以下の統合形態が考えられる。 

・新規構築 ･･･ 既存の電算システムを廃止し新規に構築する形態。 

・集約   ･･･ 既存の電算システムのどれか１つに集約する形態。 

・併用(混在)･･･ 旧各自治体の既存システムを連携し、活用していく形態。 

統

合 
形

態 

総

合 
評

価 

リ

ス

ク 

コ

ス

ト 

構

築

期

間 

サ

｜

ビ

ス 

メリット デメリット コスト 

新
規
構
築 

△ △ × × ○ 

・ 旧町の組織、或いは事業の

大幅な見直しが行われる事

が予想され、これを機会に

電算ｼｽﾃﾑを新規に構築する

事は、一般的には、最適化・

効率化の面で優れていると

考えられる。 
 

・ これまでの電算ｼｽﾃﾑと異

なったｼｽﾃﾑの運用とな

り、操作面での職員への

負荷が一時的に増大する

事が予想される。 
・ 新規ｼｽﾃﾑ(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)を適用
し、運用に合わせたｼｽﾃﾑ

改修を行う必要がある。

合併期日迄の残り少ない

期間の中では、大幅な改

修作業は困難となり安定

稼働へのリスクが大きく

なる。 
 

・ 各業務毎の新規ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

費用の積み上げとなり、

多大な経費が必要とな

る事が予想される。 
・ ﾃﾞｰﾀ移行作業費用が膨

大となる。 
・ 事務処理を極力ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

に合わせる運用に変え

ればｶｽﾀﾏｲｽﾞ費用を抑え

る事が可能だが、運用を

変える事が困難な場合

大幅なｼｽﾃﾑ改修が発生

し改修経費が増大。 

集
約 ○ ○ ○ △ △ 

・ 既存のいずれかのｼｽﾃﾑへの

統合となり、稼働実績があ

り安定した電算ｼｽﾃﾑの構築

が可能であり、職員への負

荷が少なくなる統合方式で

ある。 
・ 合併期日迄の残り少ない期

間の中で、短期間且つ安全

な統合が可能。 

・ 合併特例措置対応による

ｼｽﾃﾑ改修作業が必要。 
・ ﾃﾞｰﾀ統合作業において、

合併特例措置対応を取り

扱える(旧自治体単位で
の集計・分析が可能)方式
での統合作業が必須のた

め、ﾃﾞｰﾀ管理体系の見直

しが発生し、ｼｽﾃﾑ改修が

必要となる。 

・ 新規ﾊﾟｯｹｰｼﾞ購入費用は

不要。 
・ ﾃﾞｰﾀ移行費用は、新規構

築方式よりも安価。 
・ 合併特例措置対応及び

組織や事業の見直しに

伴う、事務処理の変更に

合わせたｼｽﾃﾑ費用が必

要となる。 
 

併
用
（
混
在
） 

× × × △ △ 

・ 最小限のｼｽﾃﾑ(住民記録)の
みを統合し、それ以外は各

町それぞれの既存ｼｽﾃﾑを使

用することで、合併時の影

響を一時的に回避する事を

目的とする。 

・ それぞれの既存ｼｽﾃﾑを残

すため、ｼｽﾃﾑ連携(ﾃﾞｰﾀ連
携)のためのｼｽﾃﾑ改修が
必要。 

・ 合併後の法改正等にかか

るｼｽﾃﾑ改修は、それぞれ

のｼｽﾃﾑに適用する必要が

ある。 
・ 事務運用面としては、そ

れぞれのｼｽﾃﾑを使用する

必要があり非効率であ

り、職員負荷も大きい。 
・将来的には、ｼｽﾃﾑ統合(新
規構築)を再度行う必要
あり。 

・ 各業務ｼｽﾃﾑ毎の連携を

行う必要があり、ｼｽﾃﾑ連

携 (ﾃﾞｰﾀ連携 )費用が増
大。 

・ 既存ｼｽﾃﾑを継続使用す

るため維持費用が高く

なり、将来的にもｼｽﾃﾑ統

合(新規構築)を行う必要
が生じ、ｼｽﾃﾑ統合費用全

体としては高くなる。 
・ 合併特例措置対応、法改

正等への対応もそれぞ

れのｼｽﾃﾑに適用する必

要があり、結果的には多

大な改修経費が発生。 
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４．導入の方法 
 

電算システム導入については、信頼性の確保と短期間での着実な統合、人口規模(デ
ータ量)、個人情報保護をはじめとする情報セキュリティ、および、危機管理対策等を
総合的に分析した結果、５町のいずれかで稼働している業務システムに集約し、新市

用に構築する。 
 

 
なお、統合対象業務については、業務別にシステム形態を比較検討した上で、５町

の現行稼動業務を統合することを基本に、新市施行に伴い発生する新規業務（新規開

発）も含めるものとする。 
 

※ 参考資料「別紙１」 
 
 
※ 個別システムに関しては、各担当分科会の統合方針に基づき電算統合を進める。 

電算分科会は必要に応じて支援を行なう。 
 
 
５．購入方式 
    ５町共同の単独購入方式 

（代表町による契約を行い、他町は代表町に負担金を支出） 
 

６．システム仕様 
別途、各業務担当者とベンダーとの打ち合わせにより定める。 
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７．統合化スケジュール 
 

合併期日を平成 17年 3月に想定したスケジュールとなっています。 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

 

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

シ
ス
テ
ム
開
発

全
体
ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

デ
ー

タ
移
行

市
町
村
作
業

機
器
関
連

新市における条例・規則等
の見直し（電算関連事項）

システム統合化計画書の作成、説明

新市スタート（４月）
新システム本番稼働

住民記録・住登外仮稼働
住民票改製処理

旧町村での決算処理等
（旧町村の旧機器を使用）

データ移行方針の決定
データ統合方針の決定

移行データ分析作業

住民記録・住登外本番移行
（11月末〆）

データ移行方針により決定した時期に、
業務データを受領し、本番移行する。

データ統合作業

共通システム機能打合せ

各業務システム機能打合せ

外部機関との打合せ
※　金融機関、国保連合会等

住民記録／住登外／固定（土地等）／事業所／債権者等の同定作業
（期間は、データ統合方針により変わる）

端末操作研修

並行異動

機器仕様・配置・ＬＡＮ仕様の協議
庁舎間・内ネットワーク方式の協議

庁舎間・内のネットワーク設計

庁舎間ネットワーク工事等 第一次機器搬入 第二次機器搬入

各課機器設置場所の確保

旧町村の機器撤去

全業務システム機能確定
共通及び各業務システム機能打合せ

プログラム開発、及びテスト

システム概要・詳細設計

システム検証

庁舎内ネットワーク整備等

各種調査・基本計画策定
　・稼働対象業務の選別
　・本庁、支庁の業務分担
　・新市のシステム方式の検討
　・ネットワーク、端末台数の検討

データ不足分登録
追いつき作業

※
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第２章 高速情報通信網（インフラ）の整備 
 
１．５町間の基幹ネットワーク 

５町間のネットワーク整備に関しては、新市で採用するシステムが必要とする通信速度

（

いるが、その

 

 

各支庁での窓口業務に支障をきたさない）の確保やメール、インターネットの常時接続

環境、LGWAN 接続対応、更に将来の電子申請・届出サービス等にも配慮し、合併後の本

庁－支庁（支所）間は、高速情報通信網（ブロードバンド）が望ましい。 
 高速情報通信網の整備には、現在光ファイバーによる接続が主流となって

構築手法としては、以下のような形態が考えられる。 
形態 メリット デメリット コスト 

光ケ の ・高速通信 1 可能 
能 

・回線も ワーク

・災害時

・初期導入費 円 
・ 費用等

 

ーブル

自設自営 
 

00M以上が
・必要に応じて帯域を複数に分割可

、スター型が・ループ型 あるが、障害

時に折り返し通信が可能なループ

型が現在は主流 

含めたネット

の管理、監視、運営を自営

で行う必要あり 
の復旧が独自では困

難 

用が数億

運営コストは電柱借上げ

を含め年間一千万円以上 
・災害時には復旧費用が別途必要

 
光ケーブルを

CATV
・ 上が可能 

CATV 出

 

同

・運営を CATV
上 

、CATV 事業者とのコス事業者

と共同整備 

高速通信 10M以
・ 事業者との回線設備の貸

し、借上げ、運営の委託が可能

・IP電話による市内通話を格安にす
 ることも可能

上 
ただし、管理

事業者に委託することでデメ

リットを緩和 

同

ただし

ト分担が可能 

通信事業者の

 
・ 1M～100M）まで用 ・新市情報化の基盤としては、

10M  

 

・初期導入コストは数十万円～数

・ラ

回線借上げ

中速から高速（

途に応じたサービス 
・住民への拡張も可能（ADSLや光サ

 ービスなど）

・運用管理や災害復旧時は通信事業者

 の負担で行う

以上の設備が必要

・通信事業者の新規設備負担

を伴う  場合もあり

・地域によってはサービス提

あ供不可能な場合も り

千万円（既存設備の有無によ

る） 
ンニングコストは、年間数百

万円～数千万円（使用する設

備、通信速度による） 

無線 LANによ ・ ～30M程度 
契約

・ 難 

・

・初 ～数億

・運

る自設自営 
通信速度は 11M

・災害時の復旧は設備のみ（保守

 により業者対応）

・管理運営が比較的容易 

見通しが通らなければ困

・霧などに弱い面がある 
よ・通信速度の上限があり、

り高速対応を行うには設備

の全面更新が必要 
セキュリティ面が若干弱い 

期導入費用は数千万円

円（施設間の地理的条件によ

る） 
営コストは設備保守費用のみ

（設備により数十万円～数百

万円） 

他の合併団体の事例によれば光ケーブ らの が一般的で

あ

 

ル自設か通信事業者か 借上げ

るが、ケーブルテレビ等の利用選択肢もあり、上記のようにメリット・デメリット、

コスト等を十分に吟味した上で、新市建設計画と照らし合わせながら慎重な選択が必

要である。 
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２．本支庁－各施設間の支線ネットワーク 
 
  各本支庁－施設（支所・学校等出先機関）については、５町とも既に総務省の情報

 

基盤整備事業等を利用し、光ケーブルや無線 LAN等の地域基盤整備を行っている。将
来的には全ての施設をブロードバンド接続を目標とするが、当面は必要に応じて専用

デジタル回線または公衆デジタル回線による接続を行うものとする。 
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第３章 新市電算システムにおける安全性の確保 

１．個人情報の保護 

  行政が保有する情報には、個人情報が多く含まれており、個人情報保護は万全に 

 
．セキュリティ・障害対策 

  火災や地震などによってシステムやネットワークに障害が発生したり、データの 

   ともないネットワークもオープン化し、不正アクセスの 

   ために、重要データのバックアップやファイアーウォールなど、 

 
３．情報セキュリティポリシーの策定 

  策の基本方針と対策基準を明文化し、新市の情報セキュリティポリシーと 
）

て常に最適な見直 

 
                                     

 

 
 

しておくことが重要である。新市においても個人情報保護の条例化と共に、職員一 
人一人が個人情報保護の重要性を認識し従事する必要がある。また、国や県、他市 
町村と文書交換などを行う際には、ネットワーク接続による個人情報の利用につい 
て取り決めておくことが必要となる。 

２

 
 

き損、改ざん、漏洩などが発生すれば、行政事務の執行だけでなく市民生活にも影 
響を及ぼすこととなる。 
 また行政情報化の進展に

危険も増大する。 
 これらに対応する

きめ細かなセキュリティ技術を取り入れ、情報通信ネットワークの安全性の確保を 
図ると共に、障害などを未然に防止し、障害が発生した場合には影響を最小限に抑 
え、迅速に回復するため対策を講じる必要がある。 

   
安全対

して策定する。情報セキュリティポリシーでは、CISO（セキュリティ統括責任者
並びに推進組織を規定すると共に別途監査組織を設け、新市における情報セキュリ

ティポリシーが正しく遂行されているかどうかの評価を行う。 
 また、本ポリシーは、計画⇒実行⇒評価⇒計画のサイクルを経

しがなされると共に、全ての職員への普及教育活動を継続して行うものとする。 
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電算システム統合について、５町の電算システム導入状況を以下のとおり分類する。

１．システム導入形態

オフコン

Ｃ／Ｓ

ＰＣ(パソコン単体)

WEB

２．サポートベンダー

ＫＳＳ →

アイレス →

ＮＥＣ →

富士通 →

パスコ →

その他 →

３．検討単位「（全体　／　個別 　／　システム化しない）

全体 →

 (電算分科会で検討する)

個別 →

ｼｽﾃﾑ化しない → 合併時点でのシステム化の対象外

 (各分科会で検討する)

紀陽ソフトウェアサービス株式会社(ＫＳＳ)のシステムが稼働中

アイレス電子工業株式会社のシステムが稼働中

日本電気株式会社のシステムが稼働中

富士通株式会社のシステムが稼働中

株式会社パスコのシステムが稼働中

各町独自システム（ＥＸＣＥＬ含む）が稼働中

システム全体として統合方針を検討

個別システムとして統合方針を検討

電算システム統合　現況調査結果の分類について

別紙　１
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打田町 粉河町 那賀町 桃山町 貴志川町

システム種類 システム種類 システム種類 システム種類 システム種類 統合対象 特記事項

住民記録システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

印鑑システム Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ オフコン

戸籍システム Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ

住基ネットシステム Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ

外国人登録システム ＰＣ ＰＣ

外字システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

住登外宛名システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

個人住民税システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

法人住民税システム Ｃ/Ｓ オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

軽自動車税システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

税務収納消込システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

固定資産税システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

画地基図管理システム ＰＣ ＰＣ ＰＣ ＰＣ ＰＣ

家屋評価計算システム ＰＣ

名寄帳保存システム ＰＣ ＰＣ ＰＣ

納税組合管理システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ

口座管理システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

国民年金システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

福祉年金システム Ｃ/Ｓ オフコン

福祉医療システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

老人施設措置費システム オフコン

児童手当システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

健康管理システム Ｃ/Ｓ オフコン Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ

介護保険システム Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ

国民健康保険システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

高額医療費償還システム Ｃ/Ｓ ＰＣ ＰＣ ＰＣ

保育料システム Ｃ/Ｓ オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

保育給食システム ＰＣ

学校教育システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン ＰＣ オフコン

水道料金システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

水道管路システム ＰＣ ＰＣ

水道固定資産システム Ｃ/Ｓ

企業会計システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

下水道料金システム オフコン

集落排水料金システム オフコン

地籍調査管理システム ＰＣ ＰＣ ＰＣ ＰＣ ＰＣ

土木積算システム ＰＣ ＰＣ ＰＣ ＰＣ ＰＣ

土地改良積算システム ＰＣ ＰＣ ＰＣ ＰＣ ＰＣ

農家台帳システム Ｃ/Ｓ ＰＣ ＰＣ Ｃ/Ｓ

畜犬管理システム ＰＣ ＰＣ ＰＣ ＰＣ ＰＣ

住宅貸付償還システム オフコン

人事給与システム(議員･賃金含む) Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

財務会計システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

起債管理システム Ｃ/Ｓ ＰＣ オフコン Ｃ/Ｓ ＰＣ

選挙管理システム Ｃ/Ｓ オフコン オフコン Ｃ/Ｓ オフコン

備品管理システム オフコン

防災無線機器管理システム オフコン

法令・条例検索システム Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ WEB WEB WEB

文書管理システム Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ WEB ＰＣ

行政案内・相談システム Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ WEB WEB

図書館システム Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ

講座案内・予約システム Ｃ/Ｓ WEB WEB

施設案内・予約システム Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ WEB

グループウェアシステム Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ Ｃ/Ｓ

システム統合
事業名 備考
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カスタマイズ
Customize：ソフトウェアやハードウェアの仕様や操作環境を、利用者が使い易い環境に変更・
改造すること。

オフコン

Office Computer：コンピュータベンダが、ハードウェアとソフトウェアをセットして販売している業
務用コンピュータの総称。ベンダがシステム構築から導入・運用・保守までサポートする、日本
独特のコンピュータシステム。

クライアント・サーバ
（ＣＳ）

Client・Server：ネットワーク通信で、利用者側をクライアント、処理システム側をサーバとして、
仕事を分担処理する仕組み。分散型コンピュータシステムを実現するための、基本的なシステ
ム構成。

マルチベンダ

一つのメーカーの製品だけでシステムを構築するのではなく、様々なメーカーの製品からそれ
ぞれ優れたものを選んで組み合わせ、システムを構築すること。うまく組み合わせることができ
れば単一のメーカーでシステムを構築するのに比較して、安価に効率の良いシステムを構築
することができる。

スタンドアロン
Standalone: コンピュータがネットワークに接続されていない状態。他にランタイムライブラリな
どを必要としない独立したアプリケーション。

ブロードバンド
Broadband:一般に「ブロードバンド（broad＝広い band＝帯域）」という言葉は、ADSLやケーブ
ルTVによるインターネット接続などの“高速なインターネット接続サービス”を指す。

用　語　集

　　本書で用いている各種コンピュータ用語等についての解説

付　録
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